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 見附市

第１章 水道ビジョン策定にあたり 

 

１ 目的 

 

 見附市は、平成 15年 11 月、長岡

地域の市町村合併に参加しないことを

選択し、自律の道を歩み出しました。

この「自律」により、自ら決めたルー

ルに意志と責任を持ちながら、市民一

丸となって住みよいまちを築き上げて

いくこととなりました。 

現在、水道事業の経営環境は大きく

変化しており、少子高齢化の進展や人

口の減少による水道利用者の減少に加

え、節水型ライフスタイルの定着に伴

う水道使用量の減少などにより、水道

料金収入は減少傾向にあります。また、

建設・拡張時代から維持管理時代への

転換期を迎え、施設の更新・改良、災

害に強い施設整備、水質保全への対応

などが求められるとともに、多様化・高度化する需要者ニーズに応えるような施策・サ

ービスの充実も求められています。 

一方、国においては、水道の将来的な方向性や料金などに関する情報公開のあり方な

どの指針・提言が行われています。 

 こうした状況の中、見附市の水道普及率は、99.9％とほぼ皆水道を達成しています。

しかし、水道事業の運営状況に目を向けると、浄水場・老朽管の更新や水道技術の継承、

さらなる財政健全化や防災対策等といった課題に対応していく必要があり、これまで以

上の経済的自立や市民と一体となった経営を行っていく必要があります。 

 このような背景をもとに、見附市水道事業の今後の方向性を示す「見附市水道ビジョ

ン」を策定しました。 
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２ 国が示す主要課題 

 

 平成 16 年 6 月に、厚生労働省から水道事業のあるべき将来像とその実現に向けた

具体的な施策、工程を示した「水道ビジョン」が公表されました。その中で水道関係者

の共通目標として、「安心」「安定」「持続」「環境」「国際」の５つを主要政策課題と位

置づけ、水道界全体で取り組んでいくものとしています。国が示す内容は次の通りです。 

 

 

安心

安定 

環境 

国際 

持続 

 水道水源の水質悪化や、水道水の異臭味・色・濁りなど快適性に関す

る地域格差などが考えられ、水道法に基づく水質管理の徹底、そして水

源から給水栓までの各段階で広い視野をもって相互関係を把握しなが

ら、問題を解決していく必要があります。 

長期にわたる不況、少子化の進行、伸び悩む水需要による財政のひっ

迫、また若年の水道技術者の不足等が、安定供給を進めていく上での課

題となっており、事業の広域化・統合を図ることで、経営・技術両面に

わたる運営基盤の強化を図ることが必要です。 

 近年、水道投資額が減少傾向にあるなか、水道施設は今後更新時期を

迎えます。将来にわたり安定的な供給を行っていくためにも、この機会

に効率の低い施設を抜本的に見直し、高効率かつ低コストの水道を再構

築する必要があります。 

 我が国の近代水道は、その誕生から約１世紀ほどの間に、全国至ると

ころにおいて蛇口から飲料水が供給されるまでに発展しました。その間

に培った技術を、水道が未整備な諸外国の衛生的な水の確保に活かして

いくことが、求められています。 

 昨今、地球温暖化等環境問題への対策が求められる中、水道事業は、

全国の電力の 0.8％を消費しておりエネルギー産業の側面を有していま

す。そうしたことから、水道事業において、環境問題への対応が求めら

れています。 
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第４次見附市総合計画

平成18年3月策定

◎基本構想

　平成18年度～平成27年度

◎前期基本計画

　平成18年度～平成22年度

◎後期基本計画

　平成23年度～平成27年度

水道ビジョン

厚生労働省：平成16年6月公表

◎水道の将来像

◎具体的な施策

◎具体的な工程

見附市水道ビジョン

平成20年度～平成30年度

水道事業ガイドライン
（業務指標）

（社）日本水道協会規格
平成17年1月策定

集中改革プラン

◎総務省
　平成17年3月策定
◎見附市
　平成18年３月策定

目

標

設
定
に
活
用

水道関係者共通の目標

　　　　　《基本施策》
　　●安全でおいしい水の供給
　　●安定した水の供給
　　●水道運営基盤の強化
　　●環境・エネルギー対策の強化

事業評価

情報公開

安全でおいしい水を安定して供給しつづける水道

み：みらいに続く水道水の安全・安定供給
つ：つよくて災害に負けない水道
け：けんぜんな水道経営

３ 策定フロー 
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４ 見附市水道事業の現況 

 

 見附市の水道は、旧見附町を中心として計画給水人口 15,000 人、計画１日最大給

水量 2,250m3/日として、昭和 13 年に創設竣工しました。その後、町村合併など市

勢の発展や工業用水の使用量増加に伴い、昭和 33 年に計画給水人口 27,000 人、計

画１日最大給水量 7,700m3/日の第１期拡張事業を行いましたが、水需要が急速に伸

び、昭和40年に計画１日最大給水量を9,500m3/日に拡張しました。 

 昭和 42年に入り、旧今町水道のほか２カ所の簡易水道を見附市水道に統合し、計画

給水人口 51,000 人、計画１日最大給水量 26,775m3/日の第２期拡張事業を行い、

昭和47年に竣工しました。さらに、北陸自動車道（中之島・見附インターチェンジ）、

上越新幹線などの建設によって水需要の増加が予想されたため、昭和48年に抜本的な

水道施設の改良が計画されました。この計画は、第３期拡張事業として広域的な水道施

設の一元化を図るものであり、この計画により、見附市・中之島町の給水区域が設定さ

れ、現在に至っています。 

 現在の見附市水道は、計画給水人口 62,100 人、計画１日最大給水量 47,000m3/

日、給水区域は見附市（杉澤町の一部及び栃窪町を除く）、長岡市中之島地域（旧中之

島町）により運営しています。 

 

表 見附市水道事業の沿革 

 

 

 

給水人口
１人１日
最大給水量

１日最大給水量

人 L m3/日

創 設 S11.8.13 15,000 150 2,250

第 １ 期 拡 張 S33.4.12 27,000 285 7,700

１ 次 変 更 S35.3.31 27,000 285 7,700

２ 次 変 更 S40.7.21 環第 563 27,000 352 9,500

第 ２ 期 拡 張 S42.3.31 環第 380 51,000 525 26,775

１ 次 変 更 S43.8.23 環第 599 51,000 525 26,775

第 ３ 期 拡 張 S48.3.31 環第 445 61,800 761 47,000

１ 次 変 更 H5.3.24 環第 282 62,100 757 47,000

２ 次 変 更 H15.10.1 生衛第 401 62,100 757 47,000

計画

事業 認可年月日 認可番号
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第２章 水道事業の現状と課題 

 

１ 水道の普及状況 
  

 本市水道の普及率は、平成18年度末で99.9％の状況にあります。これは、全国：

97.2％や新潟県：98.4％と比較し水道普及が進んでいるといえ、ほぼ皆水道を達成し

ています。 

 尚、水道事業給水区域外人口については、平成 18 年度末で 6 人ですが、これは長

岡市水道事業（旧栃尾市）から給水されている区域の人口で今後も現行方式を踏襲する

予定です。 

 

表 見附市水道の普及状況（平成1８年度） 

 

２ 人口動態及び水需要 

 

（１）人口の推移 

 本市水道事業の給水区域である見附市・長岡市中之島地域の人口実績を以下に示しま

す。平成11年より減少傾向にあり、少子化・高齢化の進展により今後もこの傾向は続

くものと想定されます。 

  

表 行政区域内人口の推移 

見附市 中之島町 合計 増減

平成 9 44,650 13,077 57,727 －

10 44,611 13,137 57,748 + 21

11 44,593 13,123 57,716 - 32

12 44,566 13,040 57,606 - 110

13 44,512 12,937 57,449 - 157

14 44,353 12,880 57,233 - 216

15 44,229 12,839 57,068 - 165

16 43,967 12,722 56,689 - 379

17 43,765 12,664 56,429 - 260

18 43,467 12,593 56,060 - 369
見附市ガス水道局人口調べより

年度

上水道 簡易水道 専用水道 合計(B)

※見附市 56,060 56,018 0 0 56,018 99.9

新潟県 2,418,637 2,192,924 183,564 4,136 2,380,624 98.4

全国 127,708,957 117,788,179 5,788,385 545,134 124,121,698 97.2

※見附市水道事業の給水区域である見附市・長岡市中之島地域 の総人口

　新潟県、全国実績は平成17年度末（厚生労働省健康局水道課）

総人口(A)
（人）

給水人口（人） 普及率
(B)/(A)
（％）
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（２）水需要の動向 

 給水人口は平成 11 年か

ら減少時代に突入し、併せ

て水需要は、過去 10 年を

通して長引く景気の低迷や

社会構造の変化などにより、

年々減少傾向にあり、最近

では、１日平均有収水量は

20,000m3/日弱程度で推

移しています。また、１日

最大給水量に関して、計画

値 47,000m3/日に対して、

平成18年度実績値は27,530m3/日程度で計画値との乖離が大きくなっています。こ

のことから、適正な施設規模を設定し、投資規模の適正化や維持費の低減に努める必要

があります。 

 また、１人１日当たりの使用水量である原単位についても定着・減少傾向にあり、需

要者の節水意識の向上が伺えます。 

 一方、業務指標である負荷率については、中越地震が発生した平成16年度を除いて

は近年は80％程度であり、１日最大給水量の発生時期は８月であることからお盆の帰

省などによる需要増加に起因するもの

と考えられます。 

有効率は、下水道工事に伴う老朽管更新

や石綿セメント管更新事業を積極的に推

進しており、平成 18 年度末で 94.5％で

あり、厚生労働省が掲げている水道ビジョ

ン目標値である「中小規模水道事業：

95％」まであと一歩のところまできてい

ます。今後においても老朽管をはじめ、着

実に水道施設を更新できる計画を策定し、

漏水量低減に努めていく必要があります。 
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（３）水道の普及状況の課題 

 

 

 

 

 

●適切な施設規模の設定 

●有効率の維持・向上 

課  題 
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３ 施設の状況 

 

（１）施設フロー 

 見附市水道事業における現状の施設フローを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■見附市上水道施設フロー

■青木浄水場浄水フロー

観音坂送水ポンプ

信濃川取水口

嶺崎配水池

着水井 原水混和池

送水ポンプ

嶺崎配水区

刈谷田川青木取水口

P

P

青木浄水場

P

P

配水ポンプ

P

観音坂配水池

観音坂配水区

急速攪拌池 フロック形成池 沈澱池 急速ろ過池 浄水池
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名称 施設の概要 構造 竣工年度 更新・増強年度 診断結果

着水井 内法巾2.4m×長7.65m×水深3.5m～1井 RC造 昭和45年度 早急に更新

原水混和池
ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ～1台
内法巾7.0m×長10.5m×水深3.9m～2池

RC造 昭和45年度 早急に更新

急速攪伴池
ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ1台
内法巾3.2m×長3.2m×有効水深3.0m～2池

RC造 昭和50年度 平成6年度 計画的更新

ﾌﾛｯｸ形成池
ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ～9台
内法巾8.0m×12.3m×有効水深4.1m～3池

RC造 昭和50年度 早急に更新

薬品沈澱池
ｸﾗﾘﾌｧｲﾔｰ～6台
内法巾8.0m×長75.6m×平均有効水深3.8m～3池

RC造 昭和45年度 昭和50年度 早急に更新

急速ろ過池
洗濯機10台(ﾊｰﾃﾞﾝｼﾞ型)
内法巾3.66m×長11.4m～10池

RC造 昭和45年度 昭和50年度 早急に更新

浄水池 有効水量 1,435m3 RC造 昭和45年度 計画的更新

排水池 4.5m×4.5m×3.75m～1池 RC造 昭和53年度 早急に更新

汚泥濃縮槽 8.0m×8.0m×4.5m～2池 RC造 昭和53年度 早急に更新

天日乾燥床
半地下
22.0m×32.0m×1.2m～３床

RC造 昭和53年度 早急に更新

（２）水源 

  本市の水道水源は、河川表流水である刈谷田川青木取水口と信濃川取水口により、

現在49,300m3/日の水利権を確保し、地域住民に生活用水を供給しています。 

 

表 水源別計画取水量 

 

 

（３）浄水施設 

 本市の浄水施設は、青木浄水場においてマンガン接触ろ過・急速ろ過により浄水処

理を行い、配水池・お客様に送配水しています。青木浄水場は、昭和 42 年からの第

２期拡張事業により竣工し、昭和48年からの第３期拡張事業で増設した施設ですが、

経年に伴う老朽化や中越地震を経験しているなど、健全な状態にあるとはいえない部

分もあり、平成 18 年に実施した浄水場総合診断・改善計画では、ほとんどの施設が

早急な更新を必要としている状況にあります。 

 

表 青木浄水場の概要 

水源名 種別
計画取水量

（m
3
/日）

竣工年度 備考

刈谷田川青木取水口 河川表流水 26,000 昭和45年度

信濃川取水口 河川表流水 23,300 昭和49年度

合計 49,300
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構造
容　　量

（m3）
竣工年度

RC造 1,435 昭和45年度

NO1配水池 RC造 698 昭和12年度

NO2配水池 RC造 1,276 昭和12年度

NO３配水池 RC造 9,100 昭和53年度

PC造 630 昭和53年度

PC造 2,896 昭和46年度

16,035

　嶺崎配水池

配水池名称

　青木浄水場内配水池

合計

　青木浄水場浄水池

　観音坂配水池

単位：m

用途 鋳鉄管
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（耐震機能付）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（耐震機能無）

鋼管 石綿セメント管
硬質塩化

ﾋﾞﾆﾙ管・その他
計

導水管 0 0 4,261 0 0 0 4,261

送水管 0 0 6,088 558 0 0 6,646

配水管 19,984 11,626 299,612 5,163 19,541 50,840 406,766

計 19,984 11,626 309,961 5,721 19,541 50,840 417,673

平成18年度水道統計調査より

（４）配水池 

 本市では、安定給水を図るため配水池の整備拡充に努めてきた結果、６カ所の配水

池（浄水池含む）を保有しており、約16,000m3の貯留容量を確保しています。 

 中でも嶺崎配水池のNO1、NO2配水池については、竣工後約70年を経過してお

り、法定耐用年数（地方公営企業法施行規則：配水施設 60 年）を超過しています。

このことから、適正な施設規模を見直し、必要容量を調査した上で、今後の更新計画

を策定する必要があります。また、耐震化を考慮してある施設（建築基準法が改正さ

れた昭和 55 年以降に建設された施設）は皆無であり、今後の耐震化計画の策定や施

設更新と併せた耐震化が必要です。 

 

表 浄水池・配水池貯留容量一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）管路 

 導送配水管の管路延長は、平成18年度末で総延長418kmに及び、給水区域を網

羅しています。また、鋳鉄管や石綿セメント管等の老朽管が未だ40km程度残ってい

ることから、耐震や有効率向上対策を推進する上でも積極的に更新を行っていく必要

があります。 

 

表 用途別・管種別管路延長                     
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（６）老朽化状況 

 老朽化状況を表す指標である経年化設備率、経年化管路率について、以下に示しま

す。浄水場の電気・機械設備の老朽化が進んでおり、安全供給に支障を来しかねない

状況にあります。今後、計画的な更新を行っていく必要があります。 

 管路の更新率については、2.64％と類似団体と比較して更新が進んでいる状況にあ

ります。管路の耐用年数を 40 年と考えれば、年平均 2.5％の更新が必要となり、今

後も同規模の更新を続けていく必要があります。 

 

表 老朽化、更新状況を表す指標 

 

（７）施設の状況の課題 

 

 

 ●青木浄水場の更新 

●配水池必要貯留容量の算定 

●老朽管の計画的な更新 

課  題 

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

2102 経年化設備率(％)
=(経年化年数を超えている電気･機械設備数
/電気･機械設備の総数)×100

61.6 18.5 58.8 73.1

2103 経年化管路率(％) =(法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長)×100 1.68 8.7 0.2 0.2

2104 管路の更新率(％) =(更新された管路延長/管路総延長)×100 2.64 0.73 1.23 0.4

業務指標名

※業務指標PI
　データを公表している給水人口5万人～10万人の類似規模3事業体（鶴岡市、長岡京市、北上市）と比較するものとし、記号は総務
省：水道事業経営指標による類型区分（給水人口、水源、有収水量密度区分）を表し、類似規模事業体の値は平成17年度値を示して
います。

2-8



信濃川系統 刈谷田川系統

原水の汚染要因 降雨による高濁度、色度 降雨による高濁度、色度

水質管理上留意
pH値、濁度、

原水（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ、ｼﾞｱﾙｼﾞｱ）
pH値、濁度、

原水（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ、ｼﾞｱﾙｼﾞｱ）

４ 水質の現状と課題 

 

 水質については、安心できる水が供給できるよう、毎年、水質検査計画を策定し、

地域性・効率性を踏まえて適正化と透明性を確保しています。 

 水質に関する状況は以下の通りです。 

 

（１）原水及び水道水の状況 

水道の原水の状況として、汚染要因及び水質管理上、留意する必要のある項目を以

下に示します。原水の汚染状況を把握して、青木浄水場で適正な浄水処理を徹底して

います。浄水された水道水は、水質基準に適合した安心して飲める清浄な水です。 

 

表 水道原水の汚染要因及び留意事項 

 

 

 

 

 

 

（２）水質検査計画 

ア．品質保証のための水質検査 

  「水道法に適合しているか」の検査を行います。 

  給水栓の水を対象として、毎日行う検査、月に１回行う検査、２ヶ月に１回行う

検査に分類されます。水道法に基づいた項目と頻度で検査を行い、水道水の安全性

を保証します。 

  

表 品質保証のための水質検査 

 

 

 

 

 

 

 

イ．品質管理のための水質検査 

  「浄水場の水つくりが適切か」の検査を行います。 

  安全な水道水が製造されているかを確認するために、河川水質検査、浄水工程検

検査名称 検査を行う場所 検査の頻度 項目数 検査する項目

毎日検査 給水栓３カ所 １日に１回 3 色・濁り・消毒の残留効果

毎月検査 給水栓４カ所 １ヶ月に１回 9 水質変化の指標となる項目

精密検査 給水栓４カ所 ２ヶ月に１回 50 水質基準のすべての項目

（平成19年度末現在）
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検査名称 検査を行う場所 検査の頻度 項目数 検査する目的

河川水質検査
信濃川・刈谷田川
取水口２カ所

１年に４回 39
河川水質の年間変動を把握します。水
道水の原材料としての性状を把握しま
す。

浄水工程検査 浄水場出口 １ヶ月に１回 50
浄水場が良好に稼働しているかを確認
します。

給水栓４カ所
浄水場出口

26

取水口２カ所 20

給水栓４カ所
浄水場出口

１ヶ月に
１～２回

5

取水口２カ所
１年に
８～12回

4

（平成19年度末現在）

水質管理目標
設定項目検査

その他の項目検査

１年に１回 水質管理目標設定項目を検査します。

データの蓄積と水の性状の把握を目的
に検査します。

検査名称 検査を行う場所 検査の頻度 検査する項目または対策

異臭味検査 給水栓４カ所
夏季

（５～10月）
水温が高く臭いがつくときには粉末活性
炭処理を行います。

原虫検査
信濃川・刈谷田川
取水口２カ所

１年に４回
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑとｼﾞｱﾙｼﾞｱの検査を行いま
す。

（平成19年度末現在）

査、水質管理目標設定項目検査、その他の項目検査の４つに分類し、必要な項目を

適切な頻度で検査を行います。 

 

 表 品質管理のための水質検査  

 

ウ．重点項目検査 

  「より高い安全性を求める」検査を行います。 

  「品質保証のための水質検査」や「品質管理のための水質検査」以外の検査項目

についても水質管理を行い、住民の皆様により安心して水道水を使っていただける

よう努めます。信濃川・刈谷田川取水口双方の上流部に下水処理場が存在すること

から、原虫検査をはじめ、水質監視を強化していく必要があります。 

 

 表 重点項目検査 

 

 

（３）水質検査方法 

 水質検査は、自主検査及び委託検査とし、検査項目及び検査頻度は水質検査計画に

掲げるとおりとします。 

 検査方法は、国が定めた水道水の検査方法により、その他の項目については上水試

験方法等によって行います。 
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（４）水質検査の制度と信頼性保証 

 自主検査の「金属類」においては、ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度計で検査しています。機器

の精度管理も年１回程度実施しています。 

 委託検査については、委託検査機関から毎年厚生労働省が行う水道水質検査の精度

管理に関わる調査結果報告書の提出を受け、水質検査の信頼性を確保します。 

 

（５）水質試験結果 

 平成 16年度～平成18年度の原水・浄水水質試験結果を別紙に示します。 

 

（６）水質の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水質管理体制の強化 

●水源水質の監視強化 

●浄水水質の監視強化 

課  題
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0
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.0
0
1

0
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値
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0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
6

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
3

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

0
.0
0
3

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

0
.5

0
.1

0
.3

0
.4

0
.2

0
.3

0
.4

0
.3

0
.4

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
9

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
5

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
6

0
.0
2
未
満

0
.0
2

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
5

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
5

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
2

0
.0
3

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

3
.3

0
.0
8

1
.0

1
.4

0
.3
6

0
.9
9

1
.7
0

0
.1
0

0
.7
0

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

5
.8

0
.3
9

2
.4

3
.3

0
.7
2

2
.5

3
.3
0

0
.2
7

1
.4
6

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

1
5

6
.0

1
3

2
2

9
.3

1
5

1
4
.0

8
.1

1
1
.5

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.1
9

0
.0
4
3

0
.1
3

0
.1
8

0
.0
7
2

0
.1
2

0
.1
6
0

0
.0
2
4

0
.0
8
5

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

1
7

5
.9

1
3

2
3

8
.8

1
4

1
3
.0

7
.3

1
0
.8

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
1

1
0

2
9

3
7

2
0

3
0

4
1

1
7

2
9

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

3
0
0

9
4

1
6
0

2
2
0

8
7

1
7
0

2
1
0

8
9

1
3
0

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
5

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

-
-

-
2
.3

1
.0

1
.5

1
.9

0
.6

1
.2

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

8
.4

6
.7

7
.1

6
.9

6
.7

6
.8

8
.3

6
.9

7
.3

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
9
0

8
3
1

2
7

1
4

1
8

4
0

8
1
7

5
0
濁
度

2
以
下

度
1
4
0

9
.6

4
4

1
2
0

2
2

6
6

9
0
.0

6
.0

3
7
.6

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-

水
温

℃
2
9
.5

3
.0

1
4
.8

2
6
.5

3
.0

1
2
.0

2
7
.5

5
.0

1
5

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

2
7

5
.7

1
2

-
-

-

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と
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事
業
名

見
附
市
上
水
道

試
料
名

浄
水
系
浄
水
場
玄
関
前
蛇
口

種
別

浄
水

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

1
一
般
細
菌

1
0
0
以
下

個
/
m
L

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
大
腸
菌

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.4

0
.5

0
.8

1
.0

0
.4

0
.7

1
.2

0
.4

0
.8

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.0
9

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.1
0

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
6

0
.0
2
未
満

0
.0
4

0
.0
8

0
.0
2

0
.0
5

0
.0
8

0
.0
2

0
.0
5

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
0

0
.0
0
5

0
.0
0
9

0
.0
0
9

0
.0
0
2

0
.0
0
6

0
.0
1
9

0
.0
0
6

0
.0
1
1

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
4

0
.0
0
4
未
満

5
.8
3
3
3
3
3
3
3
3

0
.0
0
6

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
1
0

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
3

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
0
1

0
.0
0
2

0
.0
0
5

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
3

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
5

0
.0
1
1

0
.0
1
7

0
.0
2
0

0
.0
0
5

0
.0
1
3

0
.0
3
2

0
.0
1
0

0
.0
2
0

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
8

0
.0
0
4

0
.0
0
6

0
.0
0
7

0
.0
0
2

0
.0
0
5

0
.0
1
2

0
.0
0
4

0
.0
0
7

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
9

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
1
6

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
4

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
5

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.0
5

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.1
6

0
.0
3
未
満

0
.0
3

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
2

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
1

9
.9

1
.5

2
3

9
.5

1
5

1
7
.0

7
.6

1
2
.6

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
9

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
2
1

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
8

1
4

1
9

2
9

1
3

1
9

2
1
.0

1
1
.0

1
6
.2

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
6

2
2

3
6

4
8

2
1

3
6

5
0

2
0

3
6

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

1
3
0

6
6

1
0
0

1
4
0

6
9

1
0
0

1
4
0

5
8

1
0
0

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
4

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

-
-

-
1
.0

0
.5
未
満

0
.7

1
.1

0
.5
未
満

0
.7

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

7
.1

6
.7

6
.9

6
.9

6
.5

6
.7

7
.4

6
.6

6
.9

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
1

1
未
満

1
未
満

2
1
未
満

1
未
満

3
1
未
満

1

5
0
濁
度

2
以
下

度
0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.6

0
.1
未
満

0
.1

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

1
.2
0

0
.4
0

0
.8
6

1
.0
0

0
.5

0
.6
8

1
.0
0

0
.3
0

0
.7
2

水
温

℃
2
5
.0

4
.0

1
3
.7

2
6
.0

3
.0

1
3
.0

2
7
.0

5
.0

1
3

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.9

0
.8

1
.3

-
-

-

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物

2-14



事
業
名

見
附
市
上
水
道

試
料
名

給
水
配
水
池
系
（
指
出
）
久
保
宅

種
別

浄
水

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

1
一
般
細
菌

1
0
0
以
下

個
/
m
L

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
大
腸
菌

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.1

0
.4

0
.7

0
.9

0
.3

0
.6

1
.1

0
.4

0
.8

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.1
0

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
5

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
6

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
8

0
.0
3

0
.0
6

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
1

0
.0
0
6

0
.0
1
4

0
.0
1
8

0
.0
0
5

0
.0
1
1

0
.0
2
1

0
.0
0
7

0
.0
1
4

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
2

0
.0
0
5

0
.0
0
8

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
5

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
6

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
1
0

0
.0
0
1

0
.0
0
5

0
.0
0
8

0
.0
0
1

0
.0
0
4

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4
1

0
.0
1
6

0
.0
2
7

0
.0
4
3

0
.0
1
7

0
.0
2
4

0
.0
4
5

0
.0
1
5

0
.0
2
6

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
4

0
.0
0
6

0
.0
0
9

0
.0
1
5

0
.0
0
6

0
.0
0
9

0
.0
1
6

0
.0
0
5

0
.0
0
9

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
8

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

0
.1
0

0
.0
3

0
.0
6

0
.0
7

0
.0
4

0
.0
5

0
.0
6

0
.0
3
未
満

0
.0
3

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
5

0
.0
2

0
.0
3

0
.0
4

0
.0
1

0
.0
3

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
1

1
1

1
6

2
4

1
0

1
6

1
7
.0

8
.8

1
3
.5

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
6

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
8

1
5

2
1

2
8

1
4

1
9

2
1
.0

1
1
.0

1
7
.2

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
5

2
8

3
9

4
3

2
1

3
6

5
2

2
3

3
9

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

1
3
0

8
7

1
1
0

1
3
0

6
9

1
0
0

1
4
0

6
1

1
0
7

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

-
-

-
0
.9

0
.5
未
満

0
.6

1
.0

0
.5
未
満

0
.7

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

7
.2

6
.8

7
.0

6
.9

6
.7

6
.8

7
.0

6
.8

6
.9

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
2

1
1

2
1

1
2

1
未
満

1
未
満

5
0
濁
度

2
以
下

度
0
.3

0
.1
未
満

0
.1

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.2

0
.1
未
満

0
.1
未
満

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

0
.6
0

0
.2
0

0
.4

0
.6
0

0
.1
0

0
.3
3

0
.6
0

0
.1
0

0
.3
8

水
温

℃
2
8
.0

5
.0

1
8
.1

2
6
.0

6
.5

1
7
.6

2
7
.5

9
.0

1
9

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.5

0
.8

1
.1

-
-

-

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と

2-15



事
業
名

見
附
市
上
水
道

試
料
名

給
水
配
水
池
系
（
椿
沢
）
奥
村
宅

種
別

浄
水

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

1
一
般
細
菌

1
0
0
以
下

個
/
m
L

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
大
腸
菌

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.1

0
.4

0
.7

0
.9

0
.3

0
.6

1
.1

0
.4

0
.8

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
5

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
6

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
9

0
.0
3

0
.0
6

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
4

0
.0
0
6

0
.0
1
5

0
.0
1
8

0
.0
0
6

0
.0
1
2

0
.0
2
4

0
.0
0
8

0
.0
1
6

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
3

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
5

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
6

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
0
9

0
.0
0
1

0
.0
0
5

0
.0
0
9

0
.0
0
1

0
.0
0
4

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4
5

0
.0
1
6

0
.0
2
8

0
.0
4
1

0
.0
1
9

0
.0
2
5

0
.0
5
0

0
.0
1
6

0
.0
2
9

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
5

0
.0
0
6

0
.0
0
9

0
.0
1
4

0
.0
0
6

0
.0
0
8

0
.0
1
7

0
.0
0
5

0
.0
0
9

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
3

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

0
.1
1

0
.0
3

0
.0
6

0
.1
1

0
.0
4

0
.0
7

0
.0
8

0
.0
4

0
.0
5

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
0

1
1

1
6

2
6

1
0

1
6

1
7
.0

9
.0

1
3
.5

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
7

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
7

1
6

2
1

2
8

1
4

1
9

2
0
.0

1
1
.0

1
7
.0

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
4

2
5

3
6

4
1

2
0

3
4

4
9

2
2

3
8

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

1
3
0

7
9

1
1
0

1
3
0

7
1

1
0
0

1
4
0

5
6

1
0
3

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

1
.7

1
.1

1
.3

-
-

-
0
.9

0
.5
未
満

0
.6

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

7
.2

6
.8

7
.0

6
.8

6
.6

6
.7

6
.9

6
.8

6
.9

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
2

1
1

2
1

2
2

1
未
満

1

5
0
濁
度

2
以
下

度
0
.1

0
.1
未
満

0
.0

0
.1

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

0
.5
0

0
.1
0

0
.2
7

0
.4
0

0
.1

0
.2
3

0
.4
0

0
.0
5

0
.2
1

水
温

℃
2
5
.5

6
.0

1
6
.6

2
5
.0

5
.0

1
6
.0

2
7
.5

6
.5

1
7

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

0
.9

0
.5

0
.7

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物
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事
業
名

見
附
市
上
水
道

試
料
名

給
水
配
水
池
系
（
杉
沢
）
杉
沢
保
育
園

種
別

浄
水

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

1
一
般
細
菌

1
0
0
以
下

個
/
m
L

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
大
腸
菌

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.0

0
.4

0
.7

1
.0

0
.4

0
.7

1
.0

0
.5

0
.8

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
9

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
6

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
8

0
.0
2
未
満

0
.0
5

0
.0
7

0
.0
3

0
.0
5

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
2

0
.0
0
6

0
.0
1
3

0
.0
1
9

0
.0
0
4

0
.0
1
1

0
.0
3
0

0
.0
0
9

0
.0
1
6

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
0

0
.0
0
4
7
.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
1
0

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
5

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
0
7

0
.0
0
1

0
.0
0
5

0
.0
0
8

0
.0
0
1

0
.0
0
4

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4
0

0
.0
1
8

0
.0
2
6

0
.0
3
9

0
.0
1
3

0
.0
2
5

0
.0
5
6

0
.0
1
5

0
.0
2
8

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
3

0
.0
0
6

0
.0
0
9

0
.0
1
4

0
.0
0
5

0
.0
0
9

0
.0
1
8

0
.0
0
5

0
.0
0
9

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
1
未
満

0
.0
1

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
5

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

0
.0
6

0
.0
3
未
満

0
.0
3

0
.0
6

0
.0
3
未
満

0
.0
4

0
.0
4

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
2

9
.0

1
4

2
0

1
2

1
6

1
6
.0

9
.0

1
2
.8

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
1
0

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
8

1
4

1
9

2
7

1
6

2
0

2
2
.0

1
3
.0

1
5
.8

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
5

2
2

3
7

5
3

2
0

3
7

4
6

2
2

3
6

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

1
3
0

5
8

9
8

1
4
0

6
6

1
0
0

1
1
0

5
2

9
4

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

-
-

-
0
.9

0
.5
未
満

0
.6

1
.0

0
.5
未
満

0
.7

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

7
.1

6
.8

7
.0

7
.1

6
.6

6
.9

7
.3

6
.6

6
.9

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
1

1
未
満

1
未
満

2
1

1
1

1
未
満

1
未
満

5
0
濁
度

2
以
下

度
0
.1

0
.1
未
満

0
.0

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1

0
.1
未
満

0
.1
未
満

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

0
.6
0

0
.2
0

0
.4
7

0
.6
0

0
.1
0

0
.3
5

0
.8
0

0
.1
0

0
.4
3

水
温

℃
2
8
.0

4
.5

1
7
.4

2
6
.5

4
.0

1
7
.5

2
8
.0

6
.0

1
8

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.5

0
.9

1
.1

-
-

-

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と
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事
業
名

見
附
市
上
水
道

試
料
名

給
水
配
水
池
系
（
西
野
新
田
）
今
泉
宅

種
別

浄
水

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

平
均
値

1
一
般
細
菌

1
0
0
以
下

個
/
m
L

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
大
腸
菌

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
0
5
未
満

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

9
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
0
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.0

0
.4

0
.7

1
.1

0
.5

0
.8

1
.0

0
.4

0
.7

1
1
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.8
以
下

㎎
/
L

0
.0
9

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
8

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

0
.0
9

0
.0
8
未
満

0
.0
8
未
満

1
2
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
6

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
9

0
.0
2
未
満

0
.0
5

0
.0
7

0
.0
2

0
.0
5

1
3
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

0
.0
0
0
2
未
満

1
4
1
，
4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

1
5
1
，
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
6
シ
ス
-
1
，
2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
エ
ン

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

2
1
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

0
.0
0
2
未
満

2
2
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
4

0
.0
0
7

0
.0
1
5

0
.0
1
9

0
.0
0
5

0
.0
1
2

0
.0
2
6

0
.0
0
9

0
.0
1
6

2
3
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
4
以
下

㎎
/
L

0
.0
1
1

0
.0
0
4

0
.0
0
8
5

0
.0
0
8

0
.0
0
4
未
満

0
.0
0
4
未
満

0
.0
1
1

0
.0
0
4

0
.0
0
7

2
4
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
6

0
.0
0
2

0
.0
0
4

0
.0
0
8

0
.0
0
1

0
.0
0
5

0
.0
0
7

0
.0
0
1

0
.0
0
3

2
5
臭
素
酸

0
.0
1
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
2

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1

2
6
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
以
下

㎎
/
L

0
.0
4
4

0
.0
2
0

0
.0
2
8

0
.0
4
1

0
.0
1
4

0
.0
2
6

0
.0
4
9

0
.0
1
6

0
.0
2
9

2
7
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

2
8
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
3
以
下

㎎
/
L

0
.1
4
0

0
.0
0
6

0
.0
0
9

0
.0
1
5

0
.0
0
5

0
.0
0
9

0
.0
1
8

0
.0
0
5

0
.0
1
0

2
9
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0
.0
9
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.0
0
1
未
満

3
0
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0
.0
8
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
9

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

0
.0
0
8
未
満

3
1
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

0
.1
0

0
.0
1
未
満

0
.0
2

0
.0
1

0
.0
1
未
満

0
.0
1
未
満

3
2
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

3
3
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0
.3
以
下

㎎
/
L

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.0
3

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

0
.0
7

0
.0
3
未
満

0
.0
3
未
満

3
4
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1
以
下

㎎
/
L

0
.0
5

0
.0
2

0
.0
3

0
.0
4

0
.0
1

0
.0
3

0
.0
4

0
.0
3

0
.0
4

3
5
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
3

9
.1

1
4

2
0

1
3

1
7

1
6
.0

8
.7

1
3
.0

味

3
6
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

着
色

3
7
塩
化
物
イ
オ
ン

2
0
0
以
下

㎎
/
L

2
9

1
4

1
9

2
7

1
6

2
0

2
3
.0

1
3
.0

1
6
.2

3
8
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

3
0
0
以
下

㎎
/
L

4
5

2
3

3
8

5
5

1
9

3
8

4
8

2
2

3
7

3
9
蒸
発
残
留
物

5
0
0
以
下

㎎
/
L

1
3
0

5
4

1
0
0

1
5
0

6
7

1
1
0

1
2
0

5
5

9
8

4
0
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.2
以
下

㎎
/
L

0
.0
3

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

0
.0
2
未
満

発
砲

4
1
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
2

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

4
2
2
-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0
.0
0
0
0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

0
.0
0
0
0
0
1
未
満

4
3
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0
.0
2
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

発
砲

4
4
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0
.0
0
5
以
下

㎎
/
L

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

0
.0
0
0
5
未
満

臭
気

4
5
有
機
物
（
T
O
C
の
量
）

5
以
下

㎎
/
L

-
-

-
0
.9

0
.5
未
満

0
.6

0
.9

0
.5
未
満

0
.7

味

4
6
p
H
値

5
.8
～
8
.6

7
.2

6
.8

7
.0

7
.1

6
.6

6
.9

7
.2

6
.6

6
.9

4
7
味

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
8
臭
気

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
9
色
度

5
以
下

度
1
未
満

1
未
満

1
未
満

1
1
未
満

1
未
満

2
1
未
満

1
未
満

5
0
濁
度

2
以
下

度
0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.0
0
1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1
未
満

0
.1

0
.1
未
満

0
.1
未
満

残
留
塩
素

0
.1
以
上

㎎
/
L

0
.8
0

0
.2
0

0
.4
7

0
.4
0

0
.1
0

0
.2
9

0
.6
0

0
.1
0

0
.3
8

水
温

℃
2
9
.0

4
.5

1
9
.1

2
9
.0

3
.5

1
9
.1

2
9
.0

6
.5

1
9

有
機
物
（
K
M
ｎ
O
4
消
費
量
）

1
0
以
下

㎎
/
L

1
.4

0
.7

1
.1

-
-

-

基
礎
的
性
状

味

カ
ビ
臭

検
査
項
目

消
毒
副
生
成
物

重
金
属
・
無
機
物

一
般
雄
輝
化
学
物
質

着
色

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と

平
成
1
6
年
度

基
準
値

単
位

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

備
考

病
原
生
物
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　　※カッコ内はうち臨時職員数

ガス上下水道局

次長 ２人

局長

見附市長
水道事業管理者

■管理係
　７人
（１）

■料金係
　７人
（２）

■宅内設備
係
　７人
（２）

■ｶﾞｽ水道
建設係
　６人

■ｶﾞｽ水道
施設管理係
　６人

■浄水係
　９人
（１）

■下水道建
設係
　５人

■下水道施
設管理係
　４人
（１）

５ 運営管理と給水サービス 

 

 水道事業は、お客様からの料金収入によって運営されています。水道を取り巻く環

境の変化に的確に対応し、様々なニーズに迅速かつ的確に応えていくことが、事業の

継続・発展には欠かせないものです。 

 水道の利用者であるお客様を今以上に意識し、お客様の理解と協力を得て、運営管

理を行いサービスを提供していく必要があります。 

 

（１）組織体制 

 現在の組織体制は、ガス上下水道局により、ガス事業、水道事業、下水道事業を同

局にて運営しています。水道事業は、経済性と公共性を兼ね備えるべき地方公営企業

であり、施設建設から経営効率化に至るまで柔軟で合理的な戦略が立案できるよう、

今後の合理的な経営戦略の立案や技術の継承がスムーズに行える組織・体制となるよ

う、現行体制を随時見直していく必要があります。 

 

組織体制（平成19年 12月末現在） 
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業務名
委託の
有無

委託先（会社名等） 備考

水質試験・検査業務 ○
（財）新潟県環境衛生研究
所

一部委託。

検針業務 ○
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、指定工事
店、個人

全部委託

給水装置の修繕業務 ○ 指定工事店 一部委託。

浄水施設の点検・保守 △ 電気関係は一部委託。

汚泥・排水処理業務 △ 汚泥の搬出は委託。

配水管の漏水防止調査 ×

配水施設の点検・保守 ×

料金徴収業務 ○ 個人 一部委託

水道メーターの維持管理 ○ ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
一部委託
（大型ﾒｰﾀｰを除く検満取替）

浄水場の運転管理業務 × 直営

転居時の開閉栓・料金精算業務 × 直営

滞納整理・停水業務 × 直営

使用開始・廃止の受付（電話等） × 直営

給水業務の受付・設計審査 × 直営

（２）施設管理 

 本市水道事業の管理機場として、青木浄水場、信濃川取水場、嶺崎配水池、観音坂

配水池、観音坂送水ポンプ場、大平配水増圧ポンプ室の６機場が存在します。基本的

に青木浄水場にて 24 時間体制で遠方集中監視を行っています。夜間・休日の異常時

には、夜勤者・日勤者に故障ブザーで知らせ、夜勤者・日勤者によって各担当者に連

絡する仕組みとなっています。 

 今後は、施設管理のさらなる強化を目指し、監視装置の拡充・計画的な更新を検討

していく必要があります。 

 

（３）外部委託状況 

 本市水道事業におけ

る外部委託状況は、現段

階では一部委託に留ま

っていますが、第３者委

託や指定管理者制度等

の民間的経営手法の導

入を検討し、より効率的

な水道事業の運営を目

指していく必要があり

ます。 

 

 

 

 

（４）鉛給水管 

 鉛管は可とう性があり、施工性に優れているため、樹脂管が使用され始めるまでは

一部の給水装置に使用されてきました。平成 15 年度の水質基準改正により、従来の

0.05mg/L から 0.01mg/L に基準が強化されました。 

 本市における鉛管は、平成 18 年度末現在で 54 件存在しています。今後も計画的

に鉛管布設替を推進していく必要があります。 

 

表 鉛製給水管率 

外部委託状況（平成19年度） 

鉛管使用件数
（件）

給水件数
（件）

鉛製給水管率
（％）

備考

見附市水道事業 54 18,722 0.3

平成18年度末現在
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（５）事務事業 

 事務のOA化については、現在、次のシステムが整備されていますが、事務事業の

簡素化・合理化を図るために、より一層充実した機能を加えるなど事務事業の改善・

見直しを常に検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

（６）広報活動 

 水道事業の財政状況、料金関係、水質

検査計画、水質試験結果に関する情報等、

水道事業における様々な情報をインター

ネットを利用したホームページや窓口な

どで提供しています。今後もお客様のニ

ーズに応えるために、現在行っている広

報活動をさらに充実させ、お客様と一体

となった経営を追求していくことが必要

です。 

 

 

（７）運営管理と給水サービスの課題 

 

 

 

 

 

 

●既存のシステム 
 マッピングシステム  固定資産管理システム  配管CAD設計システム 

 企業会計システム   水道料金システム 

●組織体制の随時見直し 

●施設管理体制の充実 

●民間的経営手法の導入 

●鉛給水管の更新 

●事務事業の効率化 

●情報提供の充実 

課  題 
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発生年月日 規模 震源 被害の状況

1751年4月25日 M6.6 高田
・村松領内で死亡　2名
・本所組で6軒が破損
・大平堤の土手の破損

1828年12月18日
（文政越後三条地震）

M6.9 三条
・見附三組（本所組、葛巻組、見附町組）であわ
せて約66％の家がつぶれ、即死人は217人
・新発田領今町でも被害は大きかった

1964年6月16日
（新潟地震）

M7.5 粟島付近

・全壊家屋　2棟
・半壊家屋　24棟
・被害総額　4,820千円
・市内では、道路、堤防の亀裂、田畑の陥没・隆
起等が発生した

2004年10月23日
（新潟県中越地震）

M6.8 中越地方

・死亡　3名
・重傷　49名
・軽症　465名
・全壊家屋　52棟
・大規模半壊家屋　18棟
・半壊家屋　525棟
・一部損壊　9,432棟
・被害総額　40,590,820千円

６ 災害対策の現状と課題 
 
（１）地震対策の必要性 
 近年の地震による水道の被害は、平成7年1月の「阪

神・淡路大震災」で浄水場や送配水管などが被災して約

130 万戸が断水しました。また、平成 16 年 10 月の

「新潟県中越地震」では40市町村、約13万戸に亘っ

て断水し、当市においても配水管の破損や断減水が発生

し、地域住民には大変不便な生活を強いることとなりま

した。 

 これまでに取り組んできた本市の地震対策としては、

配水池の緊急遮断弁の設置や主要な送配水管への耐震

管の採用などを計画的に実施するとともに、日本水道協

会新潟県支部や見附管工事業協同組合との応援協定を

締結するなど、ソフト面、ハード面の対策を行ってきま

した。 

 平成 16年6月に厚生労働省が公表した「水道ビジョ

ン」の中でも災害対策の充実と基幹施設を中心とした水

道施設の耐震化の推進が示されており、本市でもさらな

る地震対策を計画的に推進していく必要があります。 

 

（２）見附市の過去の地震災害 

 見附市における過去の地震災害は下表のとおりです。 

 

表 見附市の過去の地震災害 

 

新潟県中越地震の被害 

 

新潟県中越地震の被害 
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災害名 　新潟県中越地震

日時 　平成16年10月23日　17時56分

規模 　M6.8

（３）地震被害の想定 

 見附市地域防災計画では、「災害予防」及び「災害応急対策」の立案にあたって、多

大な被害をもたらした平成 16 年 10 月の新潟県中越地震を想定するものとしていま

す。 

 

表 地震被害の想定 

 

 

 

 

 

 また、同計画では、新潟県が平成7年から平成10年にかけて実施した「新潟県地

震被害想定調査」の結果を十分に意識し、機会あるごとに内容を再検討するものとし

ています。 

 

（４）耐震化状況 

 ア．施設の耐震化状況 

  配水池の耐震化状況について、嶺崎配水池に緊急遮断弁を設置しているものの全

ての施設が昭和 55 年以前のいわゆる「旧耐震基準」時代により施工されたもので

あり、阪神・淡路大震災ではこの時代に建設された建物に大破や倒壊といった被害

が集中していることが確認されています。 

  本市配水池は、現行の耐震基準である「レベル２」地震動に対応していないため、

耐震診断や耐震補強により、今後の耐震化計画を策定し、耐震化率を向上させてい

く必要があります。 

 

  

①レベル１地震動 
 供用期間中に１～２回発生するレベルの地震動 
②レベル２地震動 
 発生確率は低いが、水道施設に与える影響が大きい地震動。阪神・淡路大震災など。 
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業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

2210 管路の耐震化率(％) =(耐震管延長/管路総延長)×100 4.1 7.6 3.4 2.3

※記号は、総務省：水道事業経営指標（平成17年度）による類型区分

業務指標名

構造
容　　量

（m3）
竣工年度

緊急遮断弁
の有無

耐震設計
の有無

耐震診断
の有無

RC造 1,435 昭和45年度 × × ○

NO1配水池 RC造 698 昭和12年度

NO2配水池 RC造 1,276 昭和12年度

NO３配水池 RC造 9,100 昭和53年度

PC造 630 昭和53年度 × × ×

PC造 2,896 昭和46年度 × × ○

16,035

※耐震設計は、レベル２地震動による設計を示す。

×

　青木浄水場内配水池

合計

　青木浄水場浄水池

　観音坂配水池

○ ×　嶺崎配水池

配水池名称

表 配水池の耐震化状況 

  

 

イ．管路の耐震化状況 

  管路の耐震化率は、平成 18 年度末で 4.1％程度であり、類似規模や中部地域の

他事業体と比較しても耐震化が進んでいるとはいえない状況にあります。このため、

老朽管更新と併せた管路の耐震化を積極的に推進していく必要があります。 

   

表 管路耐震化率（平成18年度） 

 

表 中部地域の管路耐震化率 

事業主体名 耐震化率(%) 事業主体名 耐震化率(%) 

新潟市 15.0 高岡市 13.9 

長岡市 4.1 富山市 38.2 

三条市 3.2 氷見市 5.9 

柏崎市 25.8* 

富山県 

射水上水道(企) 44.9 

新発田市 8.3* 金沢市 11.0 

新津市 1.9 小松市 8.7 

見附市 2.6 
石川県 

加賀市 3.1 

新潟県 

上越市 5.6 長野市 87.9* 

*は，水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管を含む。 
長野県 

上田市 7.4 

（平成17年7月11日付け水道産業新聞より） 
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（５）災害時の対応 

 本市として以下の応援体制を整備しており、災害時の連携強化を図っています。ま

た、見附市地域防災計画やガス上下水道局で策定した地震等災害調査復旧計画書で災

害時における行動指針を策定していますが、危機管理マニュアルを策定するなど、災

害時対策・対応をより明確化しておく必要があります。さらに、地震発生時に的確に

対応できるよう職員への教育・訓練を継続して行っていく必要があります。 

  ・水道災害相互応援要綱（日本水道協会新潟県支部） 

  ・長岡地域災害相互応援協定 

  ・村上市、見附市、新井市災害時相互応援協定 

  ・災害時における見附市と郵便局の協力に関する協定 

  ・見附市、入善町災害時相互応援協定 

  ・災害時の緊急情報放送に関する協定（FMラジオ新潟） 

  ・災害時における物資供給に関する基本協定（コメリ災害対策センター） 

  ・災害時の応援業務に関する協定（見附建設業協同組合） 

  ・災害時におけるガス水道施設の応急復旧に関する協定（見附管工事業協同組合） 

 

 

（６）地震対策の課題 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●浄水場や配水池など基幹施設の耐震診断、耐震補強 

●老朽化した管路の更新に併せた耐震化の推進 

●主要管路の耐震化の推進 

●危機管理マニュアルの作成 

●職員への継続した教育・訓練 

課  題 
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水量

（m3）

料金
（円）

1 2 3 4

φ13mm 10 1,150

φ20mm 10 2,070

φ25mm 10 3,220

φ40mm 0 8,280

φ50mm 0 12,650

φ75mm 0 28,750

φ100mm 0 51,750

φ150mm 0 115,000

※外税

11～200m
3

120

1～200m3

120

5,001m3～

90

従量料金（円）基本料金（１月につき）

口径

501～5,000m3

95

201～500m3

105

７ 経営・財政の現状と課題 
 
 水道の料金収入は、少子高齢化の進展や節水型ライフスタイルの定着により、使用

水量が減少する中で、将来的にも増加が見込めない状況にあります。 
 一方、支出面においては、拡張期から維持管理の時代を迎えつつありますが、青木

浄水場の更新や老朽化した管路の更新事業に要する経費の増加により、大変厳しい状

況にあります。 
 また、国庫補助金などの財源確保が難しいことなどから、建設投資の見直しやコス

ト縮減はもちろんのこと、緊急性や重要性の高い事業に重点を置きながら、財政状況

のバランスの取れた効率的・効果的な事業経営を進めていくことが重要です。 
 
（１）水道料金 

 料金体系については、口径別逓減料金制を採用しています。 

 今後の適正な投資や能率的な経営による適正な原価により、定期的に財政収支予測

を行い、運営基盤の強化を図ることのできる料金水準を常に検証していく必要があり

ます。 

 

表 水道料金一覧 
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平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

施設利用率（％） 51.09 50.61 51.09 50.38 46.06 60.75 62.17

最大稼働率（％） 63.57 59.66 77.87 62.47 58.57 74.95 72.54

負荷率（％） 80.4 84.8 65.6 80.7 78.6 81.05 85.70

有収率（％） 91.6 91.2 90.9 91.5 92.0 84.86 89.49

固定資産使用効率（ｍ3/万円） 8.29 8.08 8.05 7.84 6.98 7.07 7.95

配水管使用効率（ｍ3/ｍ） 22.09 21.53 21.54 21.04 18.92 16.95 26.48

経　　営　　指　　標

（２）主な経営指標の現状 
 平成 14 年度～平成 18 年度の主な経

営指標について、全国類似団体や全国の

事業体と比較しました。本市水道事業の

経営状況は次のとおりです。 

 

 

ア．業務・料金・効率性 

 

  施設利用率（１日平均配水量／１日配水能力×100）は類似団体平均以下であり、

最大稼働率（１日最大配水量／１日配水能力×100）も下がってきていることから、

今後における適正な施設規模を設定する必要があります。 

  有収率（年間総有収水量／年間総配水量）は92.0％、有効率（年間総有効水量／

年間総配水量）は94.5％の状況にあり、類似団体平均や全国平均より優れており、

今後も老朽管更新等を積極的に行い、有効率の維持に努める必要があります。 

  固定資産使用効率（年間総配水量／有形固定資産）は類似団体平均程度であり、

配水管使用効率（年間総配水量／導送配水管延長）は類似団体平均より高いため、

効率の高い施設であるといえます。上水道における普及率（現在給水人口／給水区

域内人口）は、平成18年度で99.9％とほぼ皆水道を達成しており、今後における

普及が期待できないことから効率に関する指標の今後の向上は困難であると考えら

れます。 

■全国の類似団体（22事業）：平成17年度 

 給水人口規模：5万人以上10万人未満 

 水源種別：表流水 

 有収水量密度：全国平均未満 

■全国の事業体（1,344事業）：平成17年度 
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平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

総収支比率（％） 118.55 134.64 132.84 141.13 122.54 110.69 108.09

経常収支比率（％） 118.60 134.67 137.55 141.24 122.56 111.07 108.23

営業収支比率（％） 135.43 155.69 155.99 160.87 134.74 133.34 119.12

総資本利益率（％） － 2.43 2.51 2.63 1.61 0.99 0.91

経　　営　　指　　標

 

  料金回収率（供給単価／給水原価×100）は、過去５ヶ年を通して 100％を上

回っており、平成18年度で 111.49％です。今後は水道建設期に建設した施設の

大規模更新が想定されるため、今後の事業の根幹となる財政計画を策定し、適正な

料金水準を維持・確保していく必要があります。 

  また、家庭用料金は、類似団体平均や全国平均より安価な料金となっています。 

 

イ．収益性 

 

  経常収支比率（（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100）

は、過去５ヶ年を通して 120％～140％程度で推移しています。現状では特に問

題はありませんが、今後の更新事業や防災事業等の必要事業を見込んだ財政計画を

策定し、適正な資本報酬を勘案し、資産維持費を見込んだ適正な料金水準を確保し

ていく必要があります。 

 

 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

料金回収率（％） 110.81 127.01 130.51 134.55 111.49 103.80 98.49

給水原価（円/ｍ
3
） 121.61 106.74 103.45 101.50 126.13 166.40 175.97

供給単価（円/ｍ
3
） 134.76 135.57 135.01 136.57 140.62 172.72 173.22

１ヶ月20m3当り家庭用料金 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 3,124 3,042

資本費（円/ｍ
3
） 45.04 44.39 42.94 42.49 46.17 88.37 87.34

経　　営　　指　　標
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  固定資産回転率（（営業収益－受託工事収益）／期首・期末固定資産の平均値）は、

類似団体平均を下回っており、年々低下してきています。これは、営業収益に対し

て、固定資産の趨勢比率が上回っていることが挙げられます。このことから、施設

の過大投資や遊休・未稼働資産について検討する必要があります。 

  未収金回転率（（営業収益－受託工事収益）／期首・期末未収金の平均値）は、平

成 18 年度で類似団体平均を下回っています。未収金の増加は、運転資金である内

部留保資金の造成に支障を来しかねないため、着実・確実な未収金対策を行い、タ

イムリーな催告・回収を行うことが重要です。 

 

ウ．資産状態 

 

  企業債償還元金対減価償却比率（建設改良のための企業債償還金／当年度減価償

却費×100）は、年々減少してきており、既存債元金償還金が徐々に少なくなって

きていることが要因です。しかし、同償還金に関して、平成 21 年度から増加する

見込みであり、今後は運転資金の蓄積を図り、今後の更新に支障を来さないよう留

意する必要があります。 

  有形固定資産減価償却率（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償

却対象資産の帳簿原価×100）は、類似団体平均や全国平均を下回っているものの、

年々増加傾向にあります。今後においては、施設更新計画を明確化し、着実に更新

を行える実施体制の整備を行う必要があります。 

 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

累積欠損金比率（％） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 2.67

自己資本回転率（回） － 0.147 0.139 0.135 0.128 0.184 0.192

総資本回転率（回） － 0.091 0.088 0.088 0.085 0.095 0.113

固定資産回転率（回） － 0.103 0.101 0.100 0.095 0.104 0.124

未収金回転率（回） － 12.753 13.294 14.449 8.126 8.422 7.820

未収金（千円） 51,213 121,862 43,110 111,353 159,211

経　　営　　指　　標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

企業債償還元金対減価償却比率（％） 117.07 124.27 128.00 103.28 76.32 94.03 80.43

有形固定資産減価償却率（％） 28.99 29.51 30.00 30.53 30.66 33.05 35.54

当年度減価償却率（％） 2.00 2.00 2.02 2.06 2.09 3.09 3.34

修繕費（千円） 235,961 129,147 142,060 140,594 206,624

経　　営　　指　　標

2-29



エ．財務状態 

 

  流動比率（流動資産／流動負債×100）や当座比率（（現金及び預金＋未収金）

／流動負債×100）は、流動負債に対する支払い手段としての流動資産や当座資産

（現金、預金）の割合を示すものであり、短期債務に対する支払い能力を表してい

ます。当比率については、平成 18 年度で類似団体平均を下回っており、正味運転

資金（流動資産－流動負債）も近年減少傾向にあります。 

  また、自己資本構成比率（（自己資本金＋剰余金）／総資本×100）は、総資本

（負債及び資本）に対する自己資本（自己資本金及び剰余金）の割合であり、財務

の健全性を示す指標の一つです。この指標は高い方が財務的に安全であるといえま

すが、本市の場合、平成18年度で67.31％と類似団体平均を大きく上回っていま

す。このことから、資本構成の安定度は十分であるといえ、今後の更新費用等の事

業計画に対して起債借入率の低減を図り、自己資本構成比率の維持・向上を図って

いくことが重要です。起債借入率の低減には、運転資金（流動資産－流動負債）の

蓄積が必要不可欠であり、適正な料金水準を確保して、法定・任意積立金や損益勘

定留保資金等の建設資金を蓄積していくことが大切です。 

  固定資産対長期資本比率（固定資産／（固定負債＋資本金＋剰余金）×100）は、

事業の固定的・長期的安定性を見る指標で、固定資産がどの程度返済期限のない自

己資本や長期に活用可能な固定負債などの長期資本及び長期借入金によって調達さ

れているかを示すものです。当比率は常に100％以下でかつ低いことが望ましいで

す。本市の場合は、92.07％と類似団体平均程度です。 

 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

流動比率（％） 751.04 798.55 675.07 488.20 529.90 649.01 432.01

当座比率（％） 729.10 619.43 652.44 451.62 502.25 586.61 384.99

正味運転資金（千円） 1,190,003 1,321,179 1,361,968 1,100,168 1,012,751

自己資本構成比率（％） 61.02 62.97 64.33 65.90 67.31 52.33 59.30

固定比率（％） 145.12 139.30 135.60 135.41 134.30 174.47 152.43

固定資産対長期資本比率（％） 89.92 89.08 88.92 91.24 92.07 92.54 92.43

経　　営　　指　　標
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オ．生産性 

 

  職員１人あたりの給水人口や有収水量、収益は、平成 18 年度で類似団体平均以

上であり、生産性は高いといえます。今後においては、事務事業の改善・見直し、

職員配置の適正化、民間への業務委託範囲の拡大等を積極的に進めることによって

経営効率化を行い、定員の維持・縮減を図っていくことが重要です。 

 

（３）財政状態の推移 

 次頁に財政状態、損益状態、費用構成の推移を示します。 

 

（４）経営・財政の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●更新計画・財政健全化計画の策定 

●適正な料金水準の確保 

●経営効率化の推進 

課  題 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
類似団体平均

H17 c4
全国平均
H17

職員１人あたりの給水人口（人） 2,599 2,715 2,697 2,967 2,668 2,358 2,603

職員１人あたりの有収水量（ｍ
3
） 365,029 376,850 379,292 416,031 346,125 277,584 308,045

職員１人あたりの営業収益（千円） 50,821 52,551 52,216 58,733 52,346 49,256 56,084

職員１人あたりの給水収益（千円） 49,190 51,091 51,208 56,819 48,673 47,946 53,389

職員給与費対営業収益比率（％） 15.86 15.75 16.96 15.04 16.42 16.85 16.59

経　　営　　指　　標
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5
,2
9
2

1
0
0
.0

1
0
1
.6
1
2
,0
2
7
,1
2
8

1
0
0
.0

1
0
2
.5
1
2
,2
9
5
,7
7
0

1
0
0
.0

1
0
2
.2

1
1
,9
8
8
,8
8
6

1
0
0
.0

－
1
2
,2
9
1
,0
3
9

1
0
0
.0

1
0
2
.5
1
2
,5
2
5
,0
6
0

1
0
0
.0

1
0
1
.9
1
2
,8
4
7
,5
6
9

1
0
0
.0

1
0
2
.6
1
3
,0
0
9
,0
7
7

1
0
0
.0

1
0
1
.3

平
成
1
8
年
度

平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度

平
成
1
6
年
度

平
成
1
7
年
度

資 産 の 部

内 訳

総
資
産
計

資 本内 訳

総
資
本
計

負 債 ・ 資 本 の 部

負 債
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表
：
損
益
状
態
の
推
移

（
単
位
：
千
円
）

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率

趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

営
業
収
益

1
,1
1
8
,0
5
4

9
6
.3

－
1
,1
0
3
,5
7
8

9
6
.2

9
8
.7

1
,0
9
6
,5
3
0

9
5
.9

9
9
.4

1
,1
1
5
,9
3
6

9
7
.8

1
0
1
.8

1
,0
9
9
,2
6
0

9
7
.1

9
8
.5

給
水
収
益

1
,0
8
2
,1
8
2

9
3
.2

－
1
,0
7
2
,9
1
1

9
3
.5

9
9
.1

1
,0
7
5
,3
6
7

9
4
.1

1
0
0
.2

1
,0
7
9
,5
5
8

9
4
.6

1
0
0
.4

1
,0
2
2
,1
4
1

9
0
.3

9
4
.7

受
託
工
事
収
益

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

そ
の
他
営
業
収
益

3
5
,8
7
2

3
.1

－
3
0
,6
6
7

2
.7

8
5
.5

2
1
,1
6
3

1
.9

6
9
.0

3
6
,3
7
8

3
.2

1
7
1
.9

7
7
,1
1
9

6
.8

2
1
2
.0

営
業
外
収
益

4
3
,3
9
8

3
.7

－
4
3
,3
5
3

3
.8

9
9
.9

4
6
,4
2
0

4
.1

1
0
7
.1

2
4
,9
0
0

2
.2

5
3
.6

3
2
,5
4
1

2
.9

1
3
0
.7

特
別
利
益

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

合
計

1
,1
6
1
,4
5
2

1
0
0
.0

－
1
,1
4
6
,9
3
1

1
0
0
.0

9
8
.7

1
,1
4
2
,9
5
0

1
0
0
.0

9
9
.7

1
,1
4
0
,8
3
6

1
0
0
.0

9
9
.8

1
,1
3
1
,8
0
1

1
0
0
.0

9
9
.2

営
業
費
用

8
2
5
,5
7
3

8
4
.3

－
7
0
8
,8
3
3

8
3
.2

8
5
.9

7
0
2
,9
3
9

8
1
.7

9
9
.2

6
9
3
,6
9
9

8
5
.8

9
8
.7

8
1
5
,8
2
7

8
8
.3

1
1
7
.6

原
浄
水
費

2
0
1
,6
5
6

2
0
.6

－
1
9
9
,9
8
8

2
3
.5

9
9
.2

2
0
5
,8
9
2

2
3
.9

1
0
3
.0

1
9
4
,5
8
2

2
4
.1

9
4
.5

2
2
0
,3
4
3

2
3
.9

1
1
3
.2

配
給
水
費

2
9
6
,1
5
3

3
0
.2

－
1
8
7
,9
4
9

2
2
.1

6
3
.5

1
7
7
,7
4
6

2
0
.7

9
4
.6

1
6
3
,2
0
7

2
0
.2

9
1
.8

2
2
1
,3
2
4

2
4
.0

1
3
5
.6

受
託
工
事
費

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

業
務
費

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

総
係
費

1
0
5
,7
1
6

1
0
.8

－
8
7
,0
9
7

1
0
.2

8
2
.4

9
2
,9
9
8

1
0
.8

1
0
6
.8

9
4
,0
4
1

1
1
.6

1
0
1
.1

1
0
7
,4
6
5

1
1
.6

1
1
4
.3

減
価
償
却
費

2
1
3
,0
4
1

2
1
.7

－
2
1
6
,7
9
6

2
5
.5

1
0
1
.8

2
2
2
,0
5
3

2
5
.8

1
0
2
.4

2
2
9
,2
7
8

2
8
.4

1
0
3
.3

2
3
8
,3
9
0

2
5
.8

1
0
4
.0

資
産
減
耗
費

9
,0
0
7

0
.9

－
1
7
,0
0
3

2
.0

1
8
8
.8

4
,2
5
0

0
.5

2
5
.0

1
2
,5
9
1

1
.6

2
9
6
.3

2
8
,3
0
5

3
.1

2
2
4
.8

そ
の
他
営
業
費

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

営
業
外
費
用

1
5
3
,7
4
4

1
5
.7

－
1
4
2
,8
3
5

1
6
.8

9
2
.9

1
2
7
,9
8
9

1
4
.9

8
9
.6

1
1
4
,0
3
8

1
4
.1

8
9
.1

1
0
7
,6
2
0

1
1
.7

9
4
.4

支
払
利
息

1
4
8
,6
8
2

1
5
.2

－
1
3
4
,4
7
5

1
5
.8

9
0
.4

1
1
9
,9
5
8

1
3
.9

8
9
.2

1
0
6
,6
0
0

1
3
.2

8
8
.9

9
7
,1
7
9

1
0
.5

9
1
.2

そ
の
他
営
業
外
費
用

5
,0
6
2

0
.5

－
8
,3
6
0

1
.0

1
6
5
.2

8
,0
3
1

0
.9

9
6
.1

7
,4
3
8

0
.9

9
2
.6

1
0
,4
4
1

1
.1

1
4
0
.4

特
別
損
失

3
5
7

0
.0

－
1
5
1

0
.0

4
2
.3

2
9
,4
8
1

3
.4

1
9
,5
2
3
.8

5
9
4

0
.1

2
.0

1
8
1

0
.0

3
0
.5

合
計

9
7
9
,6
7
4

1
0
0
.0

－
8
5
1
,8
1
9

1
0
0
.0

8
6
.9

8
6
0
,4
0
9

1
0
0
.0

1
0
1
.0

8
0
8
,3
3
1

1
0
0
.0

9
3
.9

9
2
3
,6
2
8

1
0
0
.0

1
1
4
.3

営
業
損
益

2
9
2
,4
8
1

3
9
4
,7
4
5

3
9
3
,5
9
1

4
2
2
,2
3
7

2
8
3
,4
3
3

経
常
損
益

1
8
2
,1
3
5

2
9
5
,2
6
3

3
1
2
,0
2
2

3
3
3
,0
9
9

2
0
8
,3
5
4

1
8
1
,7
7
8

2
9
5
,1
1
2

2
8
2
,5
4
1

3
3
2
,5
0
5

2
0
8
,1
7
3

平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度

平
成
1
6
年
度

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

収 益 費 用 当
年
度
純
損
益
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表
：
費
用
構
成
の
推
移

（
単
位
：
千
円
）

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率

趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

人
件
費

1
7
7
,3
2
0

1
8
.2

－
1
7
3
,7
6
5

2
0
.6

9
8
.0

1
8
5
,9
8
9

2
2
.6

1
0
7
.0

1
6
7
,8
5
1

2
0
.9

9
0
.2

1
8
0
,4
9
3

1
9
.7

1
0
7
.5

動
力
費

4
9
,6
3
3

5
.1

－
4
9
,0
4
4

5
.8

9
8
.8

4
7
,7
8
3

5
.8

9
7
.4

4
7
,6
1
9

5
.9

9
9
.7

4
7
,5
1
6

5
.2

9
9
.8

修
繕
費

2
3
5
,9
6
1

2
4
.2

－
1
2
9
,1
4
7

1
5
.3

5
4
.7

1
4
2
,0
6
0

1
7
.2

1
1
0
.0

1
4
0
,5
9
4

1
7
.5

9
9
.0

2
0
6
,6
2
4

2
2
.5

1
4
7
.0

薬
品
費

2
7
,4
1
5

2
.8

－
2
4
,9
1
5

2
.9

9
0
.9

2
8
,7
9
4

3
.5

1
1
5
.6

2
4
,8
9
1

3
.1

8
6
.4

1
8
,5
0
6

2
.0

7
4
.3

支
払
利
息

1
4
8
,6
8
2

1
5
.2

－
1
3
4
,4
7
5

1
5
.9

9
0
.4

1
1
9
,9
5
8

1
4
.6

8
9
.2

1
0
6
,6
0
0

1
3
.3

8
8
.9

9
7
,1
7
9

1
0
.6

9
1
.2

減
価
償
却
費

2
1
3
,0
4
1

2
1
.8

－
2
1
6
,7
9
6

2
5
.7

1
0
1
.8

2
2
2
,0
5
3

2
6
.9

1
0
2
.4

2
2
9
,2
7
8

2
8
.6

1
0
3
.3

2
3
8
,3
9
0

2
6
.0

1
0
4
.0

受
水
費

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

そ
の
他

1
2
4
,5
7
2

1
2
.8

－
1
1
6
,6
1
4

1
3
.8

9
3
.6

7
7
,3
7
4

9
.4

6
6
.4

8
5
,4
8
6

1
0
.7

1
1
0
.5

1
2
8
,0
5
4

1
4
.0

1
4
9
.8

小
計

9
7
6
,6
2
4

1
0
0
.0

－
8
4
4
,7
5
6

1
0
0
.0

8
6
.5

8
2
4
,0
1
1

1
0
0
.0

9
7
.5

8
0
2
,3
1
9

1
0
0
.0

9
7
.4

9
1
6
,7
6
2

1
0
0
.0

1
1
4
.3

受
託
工
事
費

0
0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－
0

0
.0

－

計
9
7
6
,6
2
4

1
0
0
.0

－
8
4
4
,7
5
6

1
0
0
.0

8
6
.5

8
2
4
,0
1
1

1
0
0
.0

9
7
.5

8
0
2
,3
1
9

1
0
0
.0

9
7
.4

9
1
6
,7
6
2

1
0
0
.0

1
1
4
.3

有
収
水
量
（
千
m
3
/
年
）

8
,0
3
0
.6
4

－
7
,9
1
3
.8
6

9
8
.5

7
,9
6
5
.1
3

1
0
0
.6

7
,9
0
4
.5
9

9
9
.2

7
,2
6
8
.6
2

9
2
.0

企
業
債
元
金
償
還
金
（
千
円
）

2
4
9
,4
1
3

－
2
6
9
,4
0
5

1
0
8
.0

2
8
4
,2
1
7

1
0
5
.5

2
3
6
,7
9
1

8
3
.3

1
8
1
,9
4
8

7
6
.8

給
水
原
価
（
円
/
m
3
）

1
2
1
.9
5

1
0
7
.6
2

1
0
4
.3
2

1
0
2
.1
9

1
2
7
.0
5

供
給
単
価
（
円
/
m
3
）

1
3
4
.7
6

1
3
5
.5
7

1
3
5
.0
1

1
3
6
.5
7

1
4
0
.6
2

資
本
費
（
円
/
m
3
）

4
5
.0
4

4
4
.3
9

4
2
.9
4

4
2
.4
9

4
6
.1
7

平
成
1
6
年
度

平
成
1
7
年
度

平
成
1
8
年
度

平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度
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表
：
資
本
的
収
支
の
推
移

（
単
位
：
千
円
）

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率

趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

金
額

構
成
比
率
趨
勢
比
率

企
業
債

2
0
0
,0
0
0

7
3
.2

－
1
5
0
,0
0
0

5
0
.8

7
5
.0

1
5
0
,0
0
0

7
4
.1

1
0
0
.0

1
2
0
,0
0
0

5
5
.2

8
0
.0

1
6
0
,0
0
0

6
0
.3

1
3
3
.3

他
会
計
出
資
金

－

他
会
計
負
担
金

－

他
会
計
借
入
金

－

他
会
計
補
助
金

－

固
定
資
産
売
却
代
金

－

国
庫
補
助
金

－

都
道
府
県
補
助
金

－

工
事
負
担
金

7
3
,2
0
9

2
6
.8

－
1
4
4
,9
8
7

4
9
.2

1
9
8
.0

5
2
,4
8
6

2
5
.9

3
6
.2

9
7
,2
6
5

4
4
.8

1
8
5
.3

1
0
5
,2
4
7

3
9
.7

1
0
8
.2

そ
の
他

－

合
計

2
7
3
,2
0
9

1
0
0
.0

－
2
9
4
,9
8
7

1
0
0
.0

1
0
8
.0

2
0
2
,4
8
6

1
0
0
.0

6
8
.6

2
1
7
,2
6
5

1
0
0
.0

1
0
7
.3

2
6
5
,2
4
7

1
0
0
.0

1
2
2
.1

建
設
改
良
費

3
9
6
,0
2
3

6
1
.4

－
4
1
9
,1
4
7

6
0
.9

1
0
5
.8

4
0
3
,7
5
8

5
8
.7

9
6
.3

4
1
5
,9
5
2

6
3
.7

1
0
3
.0

6
0
2
,2
7
6

7
6
.8

1
4
4
.8

企
業
債
償
還
金

2
4
9
,4
1
3

3
8
.6

－
2
6
9
,4
0
5

3
9
.1

1
0
8
.0

2
8
4
,2
1
7

4
1
.3

1
0
5
.5

2
3
6
,7
9
1

3
6
.3

8
3
.3

1
8
1
,9
4
8

2
3
.2

7
6
.8

他
会
計
か
ら
の
長
期
借
入
金
返
還
額

－

他
会
計
へ
の
支
出
金

－

そ
の
他

－

合
計

6
4
5
,4
3
6

1
0
0
.0

－
6
8
8
,5
5
2

1
0
0
.0

1
0
6
.7

6
8
7
,9
7
5

1
0
0
.0

9
9
.9

6
5
2
,7
4
3

1
0
0
.0

9
4
.9

7
8
4
,2
2
4

1
0
0
.0

1
2
0
.1

-
3
7
2
,2
2
7

-
3
9
3
,5
6
5

-
4
8
5
,4
8
9

-
4
3
5
,4
7
8

-
5
1
8
,9
7
7

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金

－

当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金

2
2
2
,1
5
9

5
9
.7

－
2
2
5
,6
6
4

5
7
.3

1
0
1
.6

2
2
5
,7
8
8

4
6
.5

1
0
0
.1

2
4
2
,0
7
0

5
5
.6

1
0
7
.2

2
5
9
,9
1
8

5
0
.1

1
0
7
.4

繰
越
利
益
剰
余
金
処
分
額

－

当
年
度
利
益
剰
余
金
処
分
額

－

積
立
金
取
り
崩
し
額

1
3
5
,4
0
5

3
6
.4

－
1
5
5
,5
7
7

3
9
.5

1
1
4
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第３章 水道ビジョンの基本理念 

 

１ 基本理念 

 

見附市水道ビジョンは、見附市水道事業の中長期計画として、これからの方向性を示

すものであり、今後の指針となるものです。 

 また、水道は日常生活に欠かすことのできないものであり、安心できる良質な水を安

定して供給しつづける体制を保持するとともに、老朽化した施設の更新や地震などの災

害に対する整備を行うための運営基盤を継続して確立していく必要があります。 

 これらを踏まえ、見附市水道ビジョンの基本理念を「安全でおいしい水を安定して供

給しつづける水道」と設定し、み・つ・け の３文字より３つの目標を設定しました。

また、目標実現のための具体的な方策として４つの基本施策を設定しました。 

 

～安全でおいしい水を安定して供給しつづける水道～

み：みらいに続く水道水の安全・安定供給

つ：つよくて災害に負けない水道

け：けんぜんな水道経営

《目標》

安全でおいしい
水の供給

安定した
水の供給

水道運営
基盤の強化

環境・エネルギー
対策の強化

《基本施策》

《基本理念》
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基本施策

●安全でおいしい水の供給

●安定した水の供給

●水道運営基盤の強化

●環境・エネルギー対策の強化

水質管理の強化

おいしい水の追求

安定した水源の確保

老朽化施設の更新

災害対策の充実

運営管理の強化

給水サービスの向上

健全経営の推進

省エネルギー化の推進

資源の再利用

主要施策

基本施策と主要施策

鉛給水管の更新

２ 対象事業 

  

 見附市水道事業とします。 

 

 

３ 計画の期間 

 

 平成 17年 10月、厚生労働省は全国の水道事業体に対して、水道事業者自らが事業

の現状と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実現のため

の方策を示す地域水道ビジョンの作成を奨励する「地域水道ビジョン作成の手引き」を

取りまとめました。その中で、目標期間を10年程度としています。 

 見附市水道ビジョンは、将来にわたり安心して飲める水を安定して供給し続ける水道

を目指すため、平成20年度から平成30年度までの概ね10年間を計画期間とします。 

 

４ 基本施策と主要施策 
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第４章 計画の基礎諸元 

 

１ 計画給水区域 

 

 今回計画における計画給水区域は、既認可区域と同区域とします。 

 

 

 

 

 

 

２ 計画人口 

 

（１）計画行政区域内人口 

 過去の人口動態より今後の縮小型社会の到来を現実的に受け止め、平成 30 年度値

を51,710人と設定します。 

 

 

 

 

 

（２）計画給水人口 

 行政区域内人口から給水区域外人口（杉澤町の一部及び栃窪町）である 10 人を差

し引き、平成30年度値を51,700人と設定します。 

 

 

 

 

 

●計画給水区域：既認可区域 

●計画行政区域内人口：51,710人（平成30年度） 

（見附市：39,740人、長岡市中之島地域：11,970人）

●計画給水人口：51,700人（平成30年度） 

（見附市：39,730人、長岡市中之島地域：11,970人）

計画給水区域

見附市（杉澤町の一部と栃窪町を除く。）
長岡市中之島地域
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３ 計画給水量 

 

 計画給水量は、過去の実績から分析を行い、これまでの傾向や将来の各種開発等を

考慮して将来の給水量を以下の通り設定します。平成 30 年度における計画１日最大

給水量を26,100m3/日と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画給水量（平成30年度値） 

・計画１日平均有収水量：18,550m3/日（有収率：92.2％）

・計画１日平均有効水量：19,120m3/日（有効率：95.0％）

・計画１日平均給水量：20,126m3/日（負荷率：77.0％） 

・計画１日最大給水量：26,100m3/日 
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第５章 安全でおいしい水の供給 

 

水道水の「安全でおいしい水の供給」を目指すために、次の３つの主要施策を推進

していきます。 

 

１ 水質管理の強化 

 

本市の水質検査は、

直営及び民間の検査

機関に委託して実施

しています。 

化学物質による水

道水の汚染が心配さ

れる中、国の水質基準

が大幅に改正され、平

成 16 年４月１日から施行されました。この改正は現在ほとんど検出されない物質 9 

項目を除外し、新たに 13 項目追加しています。また、水質基準を補完する快適水質

項目及び監視項目が廃止され、農薬類 101 種類を含めた 27 項目の「水質管理目標

設定項目」が定められました。さらに平成20年4月 1日からは水質基準に「塩素酸」

が追加され、51項目となります。 

このような状況を踏まえ、本市では安全でおいしい水を供給するために、引き続き

毎年度水質検査計画を策定・公表するとともに、検査結果についても公表していきま

す。また、魚類監視装置や監視カメラ等による水源監視の徹底と給水栓水質の適正管

理に努めます。 

水源水質汚染事故が発生した場合は、臨時の水質検査を実施するとともに信濃川・

阿賀野川水系水質保全連絡協議会が定める通報連絡体制で情報交換を図り対応するも

のとし、常に安全でおいしい水の供給を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

主要内容 

●水質検査計画の策定と公表及び検査結果の公表 

●水源監視の徹底 

●主要配水系統における給水栓の水質監視の強化 

●異常時における関係機関との連携及び迅速な臨時検査の実施と対応 

 

旧水質基準
平成4年改正

４６項目

現行水質基準
平成16年4月1日施行

５０項目

改正

基準補完項目
快適水質項目 13項目

監  視  項  目 35項目

４８項目

改正

水質管理目標設定項目
健康関連項目 15項目

生活上支障関連項目 12項目

２７項目

改正

新水質基準
平成20年4月1日施行

５1項目

5-1



水質項目 適用 おいしい水の要件 見附市

蒸発残留物

主にミネラルの含有量を示
し、量が多いと苦味、渋味等
が増し、適度に含まれると、
こくのあるまろやかな味がす
る。

30～200mg/L 107mg/L

硬 度

ミネラルの中で量的に多いカ
ルシウム、マグネシウム、蒸
発残留物の含有量を示し、硬
度の低い水は癖がなく、高い
と好き嫌いがでる。カルシウ
ムに比べてマグネシウムの多
い水は苦味を増す。

10～100mg/L 39mg/L

遊 離 炭 酸
水にさわやかな味を与える
が、多いと刺激が強くなる。

3～30mg/L 2.9mg/L

過マンガン
酸カリウム
消 費 量

有機物量を示し、多いと渋味
をつけ、多量に含むと塩素の
消費量に影響して水の味を損
なう。

3mg/L以下 1.2mg/L

臭 気 度
水源の状況により、様々な臭
いがつくと不快な味がする。

3以下 1

残 留 塩 素
水にカルキ臭を与え、濃度が
高いと水の味をまずくする。

0.4mg/L以下 0.4mg/L

水 温

夏に水温が高くなると、あま
りおいしくないと感じられ
る。冷やすことによりおいし
く飲める。

最高20℃以下 19.0℃

（出典：おいしい水研究会）

２ おいしい水の追求 

 

 昭和 60 年厚生省（現 厚生労働

省）の「おいしい水研究会」の報告

では、蒸発残留物、硬度、遊離炭酸、

過マンガン酸カリウム消費量、臭気

度、残留塩素、水温の7項目につい

て、おいしい水の要件を掲げていま

す。 

 本市においても、安全でおいしい

水を絶えず供給するために、水源の

維持管理や浄水場の改善に取り組む

とともに、水源から給水栓末端まで

の水質監視を強化し、おいしい水を

追求しつづけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要内容 

●おいしい水の追求 
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３ 鉛給水管の更新 

 

 本市では、毎月の水質検査で水道水に含まれる鉛を測定しており、平成 18 年度の

検査結果では特に問題はありませんでした。 

 しかし、給水管に水が長時間滞留した場合、濃度が高くなる調査報告例もあり、鉛

給水管の布設替を推進していく必要があります。 

 本市では、以下の事業に併せて残存する鉛給水管の布設替を実施してきます。 

  ①配水管整備・更新事業に伴う布設替 

  ②漏水修繕工事に伴う布設替 

  ③他工事に伴う布設替 

  ④道路改良工事に伴う布設替 

 

 

 

  

主要内容 

●鉛給水管の計画的な更新 
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信濃川取水口 

第６章 安定した水の供給 

 

 本市の水道は、昭和11年の創設以来、水需要の増加に対応するための水源の確保、

安全で良質な水道水を安定して供給するための浄水処理施設や送配水施設などの整備

に努めてきました。その結果、現在の水道普及率は99.9％に達しています。 

 今後も「安定した水の供給」に向け、次の３つの主要施策を推進していきます。 

 

１ 安定した水源の確保 

 

 本市では、信濃川取水口と刈谷田川青

木取水口の２つの水源を確保しており、

どちらかの水源が渇水のときでも片方の

水源により取水できるよう、水源の複数

化を図っております。一方、２つの水源

は河川表流水であり、河川水位の低いと

きに堆積土砂により取水に影響を及ぼす

ことがあるため、定期的に堆積土砂を除

去するなど、安定した水源を維持するため、

水源の管理を徹底していきます。 

 

 

主要内容 

●水源管理の徹底 

6-1



年度 今後の予定

平成20年度 実証実験による浄水方式の検討

平成21年度 基本計画策定

平成22年度 変更認可・実施計画

平成23年度～ 更新事業着工

２ 老朽化施設の更新 

 

（１）青木浄水場の更新 

 青木浄水場は、本市水道事業における浄水処理の全てを賄っており、最重要基幹施

設として位置付けられます。 

 当浄水場は、竣工後約 40 年を経過し、経年に伴う老朽化や中越地震を経験してい

るなど、健全な状態とはいえない部分もあり、早急に更新を必要としている状況にあ

ります。 

 本市では、安全でおいしい水を安定して供給しつづけるため、平成 20 年度より実

証実験を行い、最適の浄水方式を検討し、計画的かつ着実な更新を実施していきます。 

 

 表 青木浄水場更新スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）管路の更新 

 また、管路については平成18年度末現在で存在する40kmの鋳鉄管や石綿セメン

ト管を中心とする老朽管に対して、老朽度合いや重要路線等を反映した更新計画を立

て、効率的な更新を実施します。 

 

 

 

 

 

 

主要内容 

●青木浄水場の計画的更新 

 老朽化している青木浄水場に関して、安全でおいしい水を安定して供給しつづけるこ

とができる最適の更新を検討します。 

 

主要内容 

●管路施設の更新 

 導送配水管の更新評価を行い、鋳鉄管や石綿セメント管をはじめ、老朽管の計画的更

新を実施します。 
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耐震化目標 具体例

①応急復旧期間 地震発生後、概ね１ヶ月を目途に応急復旧

②応急給水の目標 被災直後から応急復旧までの１人当たりの供給量

・被災直後は生命維持に必要な水量（3㍑/日）

・１週間後は炊事、洗面等最低生活水量（30㍑/日）

・２週間後は生活水量の確保（40㍑/日）

・１ヶ月後は各戸１給水栓の設置

見附市地域防災計画

３ 災害対策の充実 

 

 平成 7 年１月に発生した「阪神淡路大震災」、平成 16 年 10 月に発生した「新潟

県中越地震」では、ライフラインの水道が被災し、市民生活に大きな影響がありまし

た。 

 本市では、地震の被害を最小限に抑えるための基幹施設の耐震化をはじめ、見附市

地域防災計画等により的確な対応ができるよう災害対策の充実を図ります。 

 

（１）耐震化計画の策定 

 地震に対し、ハード面、ソフト面から総合的な耐震化計画を策定します。 

ハード面については、浄水施設や配水施設など基幹施設の耐震診断・耐震補強を行

うことや学校・病院などの重要施設までの配管を耐震化するなど耐震化整備を明確に

位置付けます。 

ソフト面については、災害時の応急給水や応急復旧計画などを設定します。「水道の

耐震化計画策定指針（案）」（厚生労働省健康局水道課）によれば、阪神・淡路大震災

の実績から、応急復旧期間は、被災者の不安感の軽減、生活の安定を考慮して可能な

限り最長４週間以内とすることを目標としています。また、見附市地域防災計画では、

以下の応急復旧・応急給水目標が定められており、これらを踏まえ、地震に対するソ

フト面の整備を推進していきます。 

 

 表 応急復旧・応急給水目標 

 

 

 

 

 

 

 

主要内容 

●耐震化計画の策定 

 地震時においても給水拠点の確保や応急給水が行え、被害を最少にしライフラインと

しての機能を維持・早期回復できるよう、ハード面、ソフト面の整備を踏まえた総合的

な耐震化計画を策定します。 
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構造
容　　量

（m3）
竣工年度

RC造 1,435 昭和45年度

NO1配水池 RC造 698 昭和12年度

NO2配水池 RC造 1,276 昭和12年度

NO３配水池 RC造 9,100 昭和53年度

PC造 630 昭和53年度

PC造 2,896 昭和46年度

配水池名称

　青木浄水場内配水池

　青木浄水場浄水池

　観音坂配水池

　嶺崎配水池

（２）施設の耐震化 

 給水拠点施設（配水池など）の耐震診断を行い、老朽化している施設については既

存施設の耐震補強及び耐震化施設の新設について比較検討を行い、合理的かつ効率的

に耐震化を推進し、災害に強い施設を目指します。 

 

表 耐震化予定施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）管路の耐震化 

 主要管路の耐震化を強化するため、本市では平成 20 年度より以下の耐震化方針に

より管路の更新に併せた耐震化を推進していきます。 

・口径150mm以上の配水管：ダクタイル鋳鉄管のNS形を採用 

・口径100mm及び75mmの配水管：ダクタイル鋳鉄管のK形を採用 

・口径50mmの配水管：配水用ポリエチレン管（高密度、熱融着継手）を採用 

 

  

 

 

 

 

 

主要内容 

●基幹施設の耐震診断・耐震化 

主要内容 

●管路の更新に併せた耐震化 
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（４）相互応援体制の強化 

 地震等の大規模な災害が発生した場合、迅速な応急復旧・応急給水が必要となりま

す。このため、本市だけの対応では限界があることから、日本水道協会新潟県支部や

各都市との相互応援協定、見附建設業協同組合や見附管工事業協同組合などとの連携

強化に努めます。また、災害時の連絡管の整備についても、周辺事業体と協議を行い、

整備することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）危機管理対策の強化 

 地震などの自然災害や、水質事故、テロ等の非常事態においても、生命や生活のた

めの水の確保が必要となります。厚生労働省では、水道事業者が危機管理対策マニュ

アルを策定する際の参考となるよう、平成19年2月に「水道の危機管理対策指針調

査報告書」を公開しました。本市では、同報告書を参考に危機管理マニュアルを策定

し、災害時を想定した防災訓練を充実させ、体制を強化していきます。 

 

 

 

 
主要内容 

●危機管理マニュアルの策定 

 県や市の地域防災計画を踏まえ、地震、風水害、水質汚染事故、施設事故・停電、管

路事故・給水装置凍結事故、テロ、渇水に対応する危機管理マニュアルを策定します。

●防災訓練の充実 

 防災訓練を定期的に行い、防災に対する職員の意識向上を図ります。 

 

主要内容 

●相互応援体制の強化 

●災害連絡管の整備検討 
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中央監視室（青木浄水場） 

第７章 水道運営基盤の強化 

 

水道運営基盤を強化するためには、長期的視点に立った運営管理の強化や給水サー

ビスの向上が必要です。また、水道持続の観点からもコスト縮減や水道料金の見直し

など、健全経営を維持し、運営基盤の強化を推進していきます。 

 

１ 運営管理の強化 

 
（１）施設管理の強化 
 水道施設の効率的、効果的な管理を行う上で、中央監視

（遠方集中監視）システムの更新・拡充を検討します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（２）民間的経営手法の導入 
 公営企業を取り巻く環境は大きく変化しており、水道事業体の経営状況に合わせて、

第３者委託など各種運営方式の導入が可能となっています。 

このことから、水道事業の運営に当たり、民間的経営手法の有効な活用を図りなが

ら、一層の経営効率化・健全化を図ることはもちろんのこと、地域の実情を勘案しつ

つ、経営基盤の強化に取り組むとともに見附市に最もふさわしい経営形態の在り方に

ついて、お客様の意向を踏まえながら合理的かつ効率的に行っていく方法を検討しま

す。 

 
 
 

主要内容 

●中央監視（集中監視）システム更新・拡充 

主要内容 

●民間的経営手法の導入検討 
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情報管理システム増強の例 

（３）人材の育成と活用 
 水道事業に必要な知識や技術の向上を目指すために、（社）日本水道協会などが主催

する研修会や講習会などに積極的に参加し、防災訓練等の内部研修を充実させること

により、人材の育成を図っていきます。 
 また、職員の経営・防災・管理等の意識向上を促す体制・仕組みを構築します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）事務事業の効率化 
 事務事業の効率化のため、現在、マッピングシステムや固定資産管理システム、配

管CAD設計システム等を導入しています。 
 今後、各種データの活用による業務の効率化を促進し、情報管理システムの増強を

進めていくに当たっては、多大なコストと労力を要することから、コストと導入効果

を勘案し、事務事業の効率化・高水準化を着実に進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要内容 

●研修制度の充実 

●職員の経営・防災・管理等の意識向上を促す体制・仕組みづくり 

■固定資産の情報管理 

施設・管路データと固定資産データをリンクす

ることにより、現実的且つ効率的な更新計画の策

定が可能となります。 

主要内容 

●事務事業の効率化の推進 

 施設台帳や固定資産等を一括管理し、管理の円滑化や異常時の早期対応を促進すると

ともに、住民からの問い合わせに対してもスムーズな対応が可能となるよう事務事業の

効率化を推進します。 
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（５）広域化の検討 
 長岡市、小千谷市など近隣事業体との広域化について、実体把握及び現状分析から

課題を抽出するとともに合理的な将来構想を設定し、経営及び施設面での多角的、総

合的な視点から広域化の有効性の検討を進めていきます。 

主要内容 

●広域化の検討 
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貯水槽水道の管理の充実 

２ 給水サービスの向上 
 
（１）水道サービス体制の強化 
 お客様からの苦情などに適切な対応をするために、ガス上下水道局職員によるサー

ビス向上体制について検討していきます。この中で、苦情情報の分析・蓄積や検討を

行い改善策を講じることで給水サービスの向上を目指していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）貯水槽水道への対応 

 貯水槽の管理における衛生上の問題については、保健所と連携をとり、管理台帳の

整備・更新を行い、水道事業者として貯水槽水道設置者に対し、必要な指導・助言・

勧告を行っていきます。 

 

 

 

主要内容 

●水道サービス体制の強化 

 

（出典：厚生労働省)

供
給
規
程

に
基
づ
く

適
正
管
理

の
確
保

・簡易専用水道に準じた
　規制、指導

・検査結果に基づく改善指示
・給水停止命令
・報告徴収、立入検査

衛生行政 貯水槽水道設置者 水の供給者

水道事業者と連携した
取組みの強化

水道事業者と連携した
取組みの強化

地域の実情に応じた
積極的な関与

地域の実情に応じた
積極的な関与

簡易専用水道
（有効容量１０ｍ3超）
・管理基準の遵守
・第三者機関による検査の
　受検

簡易専用水道
（有効容量１０ｍ3超）
・管理基準の遵守
・第三者機関による検査の
　受検

給水契約

情報提供
・施設の管理状況等

情報提供
・施設の管理状況等

小規模貯水槽水道
（有効容量10 ㎡以下）

・簡易専用水道に準じた管理

小規模貯水槽水道
（有効容量10 ㎡以下）

・簡易専用水道に準じた管理

都
道
府
県
・
政
令
市

水道法による規制

条例・要綱による
規制、指導　　

・適切な管理、検査受検の指導
・施設への立入、改善の助言勧告

給水契約

水
道
事
業
者

利　　用　　者利　　用　　者

※ 供給規程とは、水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すもの
　 であり、水道料金その他の供給条件を定めるものである。地方公共団体で
　 ある水道事業者の場合、給水条例、水道条例等がこれにあたる

検査の徹底
管理の改善
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お　客　様

見附市指定給水装
置工事事業者など

お問い合わせ

修理

出水不良

濁水など

ガス上下水道局

連携

 

 

 

 

 
（３）修繕対応の充実 

 現在、給水の出水不良、濁りおよ

び漏水などのトラブル解消や修繕対

応は、見附市指定給水装置工事事業

者と連携し対応しています。今後も

迅速かつ効率的に対応できるよう見

附市指定給水装置工事事業者との連

携を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）広報・広聴の充実 

 水道水の安全性や水道事業における様々な情報をインターネットを利用したホーム

ページなどで継続して提供していきます。さらに、様々なお客様ニーズに対応してい

くため、お客様の理解と協力を得るための情報を積極的に提供し、お客様と一体とな

った経営が行えるよう努力していきます。 

 

 

 

 

 

 

主要内容 

●貯水槽水道への指導・助言・勧告の実施 

主要内容 

●修繕対応の充実 

主要内容 

●インターネットを活用した広報・広聴活動の充実 
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３ 健全経営の推進 

 

（１）コスト縮減の推進 

 平成 12 年に厚生省が策定した「水道施設整備事業費用縮減新行動計画」などに基

づいて、工事コストの縮減を計画的に進めていきます。また、漏水調査業務を推進す

ることで有収率・有効率の向上に努め、運営コストの縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財政健全化の推進 

 水需要の低迷により、事業経営の根幹を成す水道料金収入は、増収が見込めない状

況にあります。水道事業が本格的な維持管理の時代へと移行する中で、コスト縮減の

推進をはじめ、適正な水道料金への見直しなどにより、財源確保に取り組み、経営基

盤の強化を図っていきます。 

 

 

主要内容 

●計画的な工事コストの縮減 

●有収率・有効率の向上 

 

主要内容 

●財政健全化計画の策定 

 現在確保している内部留保資金を活かし、最適の年間投資額や起債借入率を算定し、

自己資本構成比率の向上等、財政の健全化を目指します。 

●適正な料金水準の確保 

 効率的な経営による適正な原価のもと、適正な資本報酬を見込んだ損益ベースによる

料金設定を行い、利益を積み立てることにより、更新資金などの建設資金の蓄積を図り

ます。 

●経営効率化の推進 

 水道事業運営体制を見直し、自助努力によるコスト縮減を含め、民間への業務委託範

囲の拡大や第三者委託導入についても調査研究を行い、より一層の経営効率化を推進し

ます。 
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第８章 環境・エネルギー対策の強化 

 

これからの水道は、資源消費や環境負荷の少ない環境効率性・経済効率性のよい水

道システムへの変革を行っていく必要があります。施設整備に関しては、効率性と環

境・省エネルギー・持続可能性といった視点で在り方を見直していく必要があります。 

本市においては、「見附市役所環境にやさしい率先行動計画」に基づき行動するとと

もに、他の分野とも協調を図りながら、環境負荷を低減する方策を検討していきます。 

 

１ 省エネルギー化の推進 

 

 本市では省エネルギー化のために、電気使用量を抑制し、省エネルギー化の推進を

図るため、事務活動における冷暖房温度の配慮、休憩時間の照明消灯に取り組んでい

きます。 

 また、地球温暖化防止・二酸化炭素排出削減の観点から環境にやさしい低公害車の

導入やクリーンエネルギーの１つである自然エネルギーシステム（風力発電・太陽光

発電・小水力発電）の導入について、調査・研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資源の再利用 

 

 水道事業での資源の再利用への取り組みについては、再生資機材の利用や建設発生

土の利用などを継続していくとともに、青木浄水場における排水汚泥の再利用化につ

いても調査・研究していきます。 

 

 

 

主要内容 

●低公害車（天然ガス自動車）の導入 

●冷暖房温度の配慮と休憩時間における照明消灯の推進 

●自然エネルギーシステムの導入についての調査・研究 

主要内容 

●再生資機材の利用 

●建設発生土などの利用 

●浄水場排水汚泥の再利用化における調査・研究 
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事業費
（百万円）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

青木浄水場更新事業 青木浄水場の更新 7,645

浄水施設建設改良費
浄水施設の改良工
事

108

配水施設建設改良費
鋳鉄管・石綿セメ
ント管・経年管の
更新等

2,479

その他建設改良費
営業設備費、事務
費

221

10,453 508 280 480 1,810 1,650 1,500 2,078 1,457 230 230 230

事業内容

事業費合計（百万円）

第９章 中長期財政計画 

 

１ 事業計画 

 

青木浄水場更新事業をはじめ、浄水施設の改良工事や鋳鉄管・石綿セメント管・経

年管の更新、道路改良・下水道工事に伴う工事等を行います。青木浄水場更新事業の

建設計画が未定であり、不確定要素はありますが、目標年次である平成 30 年度まで

の概算事業費は、約10,500,000千円となります。 

 

表 事業計画一覧 
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２ 中長期財政計画 

 

 財政の見通しは、資金計画、料金水準、建設改良の規模と時期により大きく変動し

ます。今回計画では、平成 30 年度までの中長期財政計画を行うものとし、平成 30

年度までに必要な事業費 10,500,000 千円を見込んだ上で、以下の基本方針を基に

検討しました。 

（但し概算事業費 10,500,000 千円の内訳で大きなウエイトを占める青木浄水場更

新事業については、浄水方式の選定を含め概要計画が定まっていない状況での概算事

業費のため、一つの案として示したものであり、料金改定をはじめとする項目につい

ても参考として示したものです。） 

 

 ①内部留保資金を有効活用し、起債借入率を極力低減させ自己資本構成比率の向上

を図る。 

 

（１）料金改定 

 現行の料金水準では、平成 25 年度以降単年度欠損が継続する状況となります。健

全な水道経営を目指すことを目標として、平成 25 年度から平成 30 年度までの経常

収支の均衡を図るためには 27％の料金改定を行う必要があります。料金改定につい

ては、お客様の負担軽減を勘案し、２段階により改定を行うものとします。今後、事

業費の見直しや工事コストの縮減、運営コストの縮減を検討し、できる限り料金改定

率を低減するよう努力していきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（２）起債借入計画 
 起債については、資金調達の面で有効ですが、利息を継続して支払い続けていく必

要があるため、内部留保資金を有効活用し、出来る限り起債の借り入れを抑制します。 

  ・青木浄水場更新事業：事業費の80％借り入れ 

  ・配水施設建設改良費：事業費の50％を借り入れ 

料金改定案 

●料金改定時期：平成25年度、平成28年度 

●料金算定期間：平成25年度～平成30年度（6年間） 

●料金改定率：27％ 

改定前供給単価：142円/m3 

H25改定供給単価：166円/m3 

 H28改定供給単価：194円/m3 
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収益的収支の推移

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

収益的収入（事業収益） 収益的支出（事業費用） 当年度純利益

（千円）

給水原価・供給単価の推移

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

給水原価 供給単価

17%UP

（円/m3）

17%UP

（３）経常収支計画 

 平成 21 年度からの青木浄水場更新事業により、平成 30 年度で減価償却費は平成

18年度実績の約２倍、支払利息は約2.6 倍となります。 

 給水原価は、平成18年度で127円/m3であるのに対して、平成30年度では192

円/m3となる見込みです。平成 25 年度及び平成 28 年度の料金改定により、目標年

次である平成30年度の料金回収率（供給単価／給水原価）は100％を上回る予定で

す。 

 今後においては、本ビジョンと毎年の決算状況との差異についてフィードバックを

行い、コスト縮減等の自助努力を行うとともに、年間投資規模の妥当性や起債借り入

れの見直しを行い、料金改定率の低減が図れるよう常に努力していきます。 
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（４）内部留保資金 

 内部留保資金は、平成18年度末で約 930,000千円保有しています。青木浄水場

更新事業により平成 22 年度以降は減少していきますが、平成 28 年度の料金改定後

は増加し平成 30年度で約 1,850,000 千円となる見込みです。この内部留保資金を

有効に活用して起債の借り入れを低減することを常に検討し、給水原価の低減、財務

の安全性の確保に努めていきます。 

 
 

 

内部留保資金の推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

資本的収入 資本的支出 内部留保資金

（千円）
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第１０章 業務指標による事業効果分析 

 

１ 水道事業ガイドライン 

 

 水道は、日常生活に欠かすことのできないライフラインであり、高い水準での給水

サービスや運営管理、事業の透明性が求められます。このような背景から、平成 17

年 1月に「水道事業ガイドライン」が日本水道協会より日本水道協会規格 JWWA Q 

100として発行されました。このガイドラインは、水道事業の定量化によるサービス

水準の向上のために制定されたもので、137項目の業務指標を設定しています。 

 この業務指標は、水道事業の様々な業務の効率を定量的な指標として表現したもの

で、安心・安定・持続・環境・管理・国際の６つに分類されています。業務指標には

基準値（ベンチマーク）が定められていませんが、水道事業の現状分析、将来目標の

設定、事業体間の比較、問題点の発見等に有効に活用できます。 

 

２ 見附市の目標と業務指標 

 

 本市水道事業においては、基本方針に関する次頁の指標が効果的な業務指標になる

と考えられます。これらの指標を今後毎年算出し、経年的な変化を観察したり、経営

環境の類似した事業体と比較することで、目標の達成度合いや事業効果を評価するこ

とに活用していきたいと考えています。 

 水道事業ガイドラインは、制定されてから間もないため、未だ指標値を公開してい

る事業体は少ない状況に

あります。本市水道事業

において業務指標の有効

活用を図るためには、今

後も指標値の算出を毎年

行い経年変化を確認し、

類似規模の事業体の指標

値と比較し、PDCA サイ

クルでより最適な水道事

業運営に向けての改善を

推進していきます。 

 

 

 

Ｐ：目標設定

計画策定

指標設定

対応方法の検討

改善策の立案

Ｄ：事業の実施

事業運営

施設整備

A：改善

施設整備

指標の分析

事業内容の評価

C：事業評価
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表 基本方針と活用する業務指標の例 

 

 

３ 見附市の業務指標（平成18年度） 

 

 見附市の業務指標（平成 1８年度）及び公表されている類似規模事業体の業務指標

（平成17年度）を次頁に示します。 

 

基本方針 目標

1003 原水有効利用率

1101 原水水質監視度

1115 直結給水率

1117 鉛製給水管率

2102 経年化設備率

2103 経年化管路率

2104 管路の更新率

2201 水源の水質事故数

2209 配水池耐震施設率

2210 管路の耐震化率

5103 管路の事故割合

5106 給水管の事故割合

5107 漏水率

3002 経常収支比率

3013 料金回収率

3015 給水原価

3023 自己資本構成比率

3103 外部研修時間

3104 内部研修時間

3106 水道業務経験年数度

3205 水道サービスに対する苦情割合

5006 料金未納率 目標５：管理

4001 配水量１m3当たり電力消費量

4002 配水量１m3当たり消費エネルギー

4006 配水量１m3当たり二酸化炭素排出量

目標４：環境

目標１：安心

目標２：安定

目標５：管理

目標３：持続

４．環境・エネルギー対策の強化

業務指標

１．安全でおいしい水の供給

２．安定した水の供給

３．水道運営基盤の強化
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見附市の業務指標値（ＰＩ）一覧表（平成1８年度）

目標1　安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

1 1001 水源利用率(％) =(一日平均配水量/確保している水源水量)×100 46.1 54.4 73.3 66.6

2 1002 水源余裕率(％) =[(確保している水源水量/一日最大配水量)-1]×100 70.7 45.7 16.0 30.6

3 1003 原水有効利用率(％) =(年間有効水量/年間取水量)×100 88.7 83.7 91.3 85.0

4 1004 自己保有水源率(％) =(自己保有水源水量/全水源水量)×100 100.0 34.8 37.3 67.9

5 1005
取水量1m3当たり
水源保全投資額

(円/m3)

=水源保全に投資した費用/その流域からの取水量 0.00 0.00 0.00 0.64

6 1101
原水水質監視度
(項目)

=原水水質監視項目数 4.0 *129 *63 *149

7 1102
水質検査箇所密度

(箇所/100km2)
=(水質検査採水個所数/給水区域面積)×100 3.05 14.2 80.9 11.1

8 1103
連続自動水質監視度

(台/1000m3/日)
=(連続自動水質監視装置設置数/一日平均配水量)×100 0.000 0.000 0.000 0.000

9 1104
水質基準
不適合率(％)

=(水質基準不適合回数/全検査回数)×100 0.0 0.0 0.0 0.0

10 1105
カビ臭から見た
おいしい水達成率(％)

=[(1-ｼﾞｪｵｽﾐﾝ最大濃度/水質基準値)+
(1-2・ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ最大濃度/水質基準値)]/2×100

90.0 95.0 100.0 75

11 1106
塩素臭から見た
おいしい水達成率(％)

=[1-(年間残留塩素最大濃度-残留塩素水質管理目標値)
/残留塩素水質管理目標値]×100

0.0 50.0 0.0 0

12 1107
総トリハロメタン濃度
水質基準化(％)

=(総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ最大濃度/総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ濃度水質基準値)×100 56.0 48.0 40.0 51.0

13 1108
有機物(TOC)濃度
水質基準比(％)

=(有機物最大濃度/有機物水質基準値)×100 20.0 20.0 － 22

14 1109
農薬濃度水質管理
目標比(％)

=Σ(xi/Xi)/n×100 データなし 0.0 0.0 0.589

15 1110
重金属濃度
水質基準比(％)

=Σ(xi/Xi)/6×100 0.00 16.0 8.0 18.3

16 1111
無機物質濃度
水質基準比(％)

=Σ(xi/Xi)/6×100 14.8 47.0 14.0 22.3

17 1112
有機物質濃度
水質基準比(％)

=Σ(xi/Xi)/4×100 16.3 47.0 0.0 5.0

18 1113
有機塩素化学物質
濃度水質基準比(％)

=Σ(xi/Xi)/9×100 0.0 7.0 0.0 0.0

19 1114
消毒副生成物濃度
水質基準比(％)

=Σ(xi/Xi)/5×100 9.0 22.0 6.0 11.0

20 1115 直結給水率(％) =(直結給水件数/給水件数)×100 97.7 97.1 97.5 92.2

21 1116 活性炭投入率(％) =(年間活性炭投入日数/年間日数)×100 0.0 0.0 0.0 0.0

22 1117 鉛製給水管率(％) =(鉛製給水管使用件数/給水件数)×100 0.3 51.0 28.7 44.4

※総務省：水道事業経営指標（平成17年度）による類型区分

業務指標名
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目標2　安定（いつでもどこでも安定的に生活用水を確保）

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

23 2001
給水人口一人当たり
貯留飲料水量(l/人)

=[(配水池総容量(緊急貯水槽容量は除く)×
1/2+緊急貯水槽容量)/給水人口]×1000

183.7 187.0 210.0 259.0

24 2002
給水人口一人当たり
配水量(l/日/人)

=(一日平均配水量/給水人口)×1000 386.5 378.0 390.0 303.7

25 2003 浄水予備力確保率(％)
=[(全浄水施設能力-一日最大浄水量)
/全浄水施設能力]×100

41.4 20.6 13.8 25.9

26 2004 配水池貯留能力(日) =配水池総容量/一日平均配水量 0.74 0.9 1.1 1.71

27 2005 給水制限数(日) =年間給水制限日数 0.0 0.0 0.0 0.0

28 2006 普及率(％) =(給水人口/給水区域内人口)×100 99.94 99.8 100.0 99.0

29 2007 配水管延長密度 =配水管延長/給水区域面積 4.14 3.3 19.4 3.52

30 2008
水道メータ密度
(個/km)

=水道ﾒｰﾀ数/配水管延長 48.22 49.0 103.0 40.47

31 2101 経年化浄水施設率(％)
=(法定耐用年数を超えた浄水施設能力
/全浄水施設能力)×100

0.0 0 0 0.0

32 2102 経年化設備率(％)
=(経年化年数を超えている電気･機械設備数
/電気･機械設備の総数)×100

61.6 18.5 58.8 73.1

33 2103 経年化管路率(％) =(法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長)×100 1.68 8.7 0.2 0.2

34 2104 管路の更新率(％) =(更新された管路延長/管路総延長)×100 2.64 0.73 1.23 0.4

35 2105 管路の更生率(％) =(更生された管路延長/管路総延長)×100 0.000 0.000 0.000 0.0

36 2106 バルブの更新率(％)
=(更新されたﾊﾞﾙﾌﾞ数/管路に設置されている
ﾊﾞﾙﾌﾞ総数)×100

データなし 0.35 1.20 0.5

37 2107 管路の新設率(％) =(新設管路延長/管路総延長)×100 0.72 0.51 1.11 0.5

38 2201 水源の水質事故率(件) =年間水源水質事故件数 0.0 0.0 0.0 3

39 2202
幹線管路の事故割合
(件/100km)

=(幹線管路の事故件数/幹線管路延長)×100 0.0 4.7 0.0 2.9

40 2203 事故時配水量率(％) =(事故時配水量/一日平均配水量)×100 0.0 6.9 50.9 64.5

41 2204 事故時給水人口率(％) =(事故時給水人口/給水人口)×100 100.0 77.9 0.0 37.6

42 2205
給水拠点密度

(箇所/100km2)
=(配水池･緊急貯水槽数/給水区域面積)×100 0.0 1.6 8.1 7.1

43 2206
系統間の原水融通率
(％)

=(原水融通能力/受水側浄水能力)×100 データなし 0.0 0.0 0.0

44 2207 浄水施設耐震率（％)
=(耐震対策の施されている浄水施設能力
/全浄水施設能力)×100

0.0 37.0 0.0 0.0

45 2208 ポンプ所耐震施設率(％)
=(耐震対策の施されているﾎﾟﾝﾌﾟ所能力
/全ﾎﾟﾝﾌﾟ所能力)×100

0.0 52.1 0.0 85.7

46 2209 配水池耐震施設率(％)
=(耐震対策の施されている配水池容量
/配水池総容量)×100

0.0 76.1 39.6 66.1

47 2210 管路の耐震化率(％) =(耐震管延長/管路総延長)×100 4.1 7.6 3.4 2.3

48 2211 薬品備蓄日数(日) =平均薬品貯蔵量/一日平均使用量 16.3 42.1 28.7 *32.3

業務指標名
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目標2　安定（いつでもどこでも安定的に生活用水を確保）　(続き)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

49 2212 燃料備蓄日数(日) =平均燃料貯蔵量/一日使用量 0.4 0.3 11.8 データなし

50 2213
給水車保有度
(台/1000人)

=(給水車数/給水人口)×1000 0.00 0.008 0.026 0.011

51 2214
可搬ポリタンク・
ポリパック保有度
(個/1000人)

=(可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ･ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ数/給水人口)×1000 142.8 13.3 5.6 28.0

52 2215
車載用の給水タンク

保有度（m3/1000人）
=(車載用給水ﾀﾝｸの総容量/給水人口)×1000 0.10 0.091 0.070 0.12

53 2216
自家用発電設備
容量率(％)

=(自家用発電設備容量/当該設備の電力総容量)×100 44.1 15.3 34.6 71.3

54 2217 警報付施設率(％) =(警報付施設数/全施設数)×100 66.7 5.3 77.3 0.0

55 2218
給水装置の凍結発生率
(件/1000件)

=(給水装置の年間凍結件数/給水件数)×1000 データなし 9.6 0.0 1.594

業務指標名
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目標3　持続（いつでも安心できる水を安定して供給)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

56 3001 営業収支比率(％) =(営業収益/営業費用)×100 134.7 104.6 105.5 129.6

57 3002 経常収支比率(％) =[(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)]×100 122.6 101.6 100.2 112.3

58 3003 総収支比率(％) =(総収益/総費用)×100 122.5 101.4 100.9 112.2

59 3004 累積欠損金比率(％) =[累積欠損金/(営業収益-受託工事収益)]×100 0.0 16.6 3.2 0.0

60 3005
繰入金比率
(収益的収支分)(％)

=(損益勘定繰入金/収益的収入)×100 0.00 6.2 3.5 1.5

61 3006
繰入金比率
(資本的収入分)(％)

=(資本勘定繰入金/資本的投入)×100 0.00 7.0 2.2 22.3

62 3007
職員一人当たり
給水収益(千円/人)

=(給水収益/損益勘定所属職員数)/1000 48,673 61,730 74,362 69,976

63 3008
給水収益に対する職員給
与費の割合(％)

=(職員給与費/給水収益)×100 17.7 13.1 12.7 14.4

64 3009
給水収益に対する
企業債利息の割合(％)

=(企業債利息/給水収益)×100 9.5 10.5 9.0 15.9

65 3010
給水収益に対する
減価償却費の割合(％)

=(減価償却費/給水収益)×100 23.3 24.8 17.9 26.6

66 3011
給水収益に対する企業債
償還金の割合(％)

=(企業債償還金/給水収益)×100 17.8 20.5 15.3 32.1

67 3012
給水収益に対する
企業債残高の割合(％)

=(企業債残高/給水収益)×100 346.2 294.4 251.4 426.1

68 3013

料金回収率(給水に
かかる費用のうち
水道料金で回収する
割合)(％)

=(供給単価/給水原価)×100 111.5 90.7 93.3 104.7

69 3014 供給単価(円/m3) =給水収益/有収水量 140.6 216.8 232.4 235.8

70 3015 給水原価(円/m3)
=[経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価
+附帯事業費)]/有収水量

126.1 238.9 249.0 225.3

71 3016
1箇月当たり

家庭用料金(10m3)(円)

=1箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金

+10m
3
使用時の従量料金

1,207 1,963 1,900 2,152

72 3017
1箇月当たり

家庭用料金(20m3)(円)

=1箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金

+20m
3
使用時の従量料金

2,467 4,091 3,632 3,885

73 3018 有収率(％) =(有収水量/給水量)×100 92.0 86.4 89.3 83.6

74 3019 施設利用率(％) =(一日平均給水量/一日給水能力)×100 46.1 59.4 73.3 58.6

75 3020 施設最大稼働率(％) =(一日最大給水量/一日給水能力)×100 58.6 74.4 86.2 67.4

76 3021 負荷率(％) =(一日平均給水量/一日最大給水量)×100 78.6 79.8 85.0 87.0

77 3022 流動比率(％) =(流動資産/流動負債)×100 529.9 508.5 393.1 1,306.4

78 3023 自己資本構成比率(％) =[(自己資本金+剰余金)/負債･資本合計]×100 67.3 57.8 51.6 56.1

業務指標名
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目標3　持続（いつでも安心できる水を安定して供給)　(続き)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

79 3024 固定比率(％) =[固定資産/(自己資本金+剰余金]×100 134.3 158.0 170.5 166.6

80 3025
企業債償還元金対減価償
却費比率(％)

=(企業債償還元金/当年度減価償却費)×100 76.3 82.5 85.9 120.7

81 3026 固定資産回転率(回)
=(営業収益-受託工事収益)/
[期首固定資産+期末固定資産)/2]

0.095 0.14 0.2 0.120

82 3027
固定資産使用効率
(m3/10000円)

=(給水量/有形固定資産)×10000 7.0 7.9 8.9 6.0

83 3101 職員資格取得度(件/人) =職員が取得している法定資格数/全職員数 1.22 0.21 1.5 データなし

84 3102 民間資格取得度(件/人) =職員が取得している民間資格取得数/全職員数 0.000 0.033 0.1 データなし

85 3103 外部研修時間(時間) =(職員が外部研修を受けた時間･人数)/全職員数 データなし 4.8 38.7 12.75

86 3104 内部研修時間(時間) =(職員が内部研修を受けた時間･人数)/全職員数 1.39 0.8 9 0.00

87 3105 技術職員率(％) =(技術職員総数/全職員数)×100 73.9 44.3 50.0 58.3

88 3106
水道業務経験年数度
(年/人)

=全職員の水道業務経験年数/全職員数 8.39 13.3 17.3 7.42

89 3107 技術開発職員率(％) =(技術開発業務従事職員数/全職員数)×100 0.00 0 0 0.0

90 3108 技術開発費率(％) =(技術開発費/給水収益)×100 0.00 0 0 0.0

91 3109
職員一人当たり

配水量(m3/人)
=年間配水量/全職員数 343,581 297,000 326,620 285,941

92 3110
職員一人当たり
メータ数(個/人)

=水道ﾒｰﾀ総数/全職員数 853.3 841 726 1,001

93 3111 公傷率(％)
=[(公傷で休務した延べ人･日数)/
(全職員数×年間公務日数)]×100

0.000 0.044 0 0.0

94 3112 直接飲用率(％) =(直接飲用回答数/ｱﾝｹｰﾄ回答総数)×100 データなし － － データなし

95 3201
水道事業に係る情報の提
供度(部/件)

=広報誌配布部数/給水件数 0.03 1.6 4.2 0.97

96 3202
モニタ割合(人/1000
人)

=(ﾓﾆﾀ人数/給水人口)×1000 0.00 0 0.15 0.0

97 3203
アンケート情報
収集割合(人/1000人)

=(ｱﾝｹｰﾄ回答人数/給水人口)×1000 0.00 0.27 0 0.0

98 3204
水道施設見学者割合
(人/1000人)

=(見学者数/給水人口)×1000 8.0 8.2 0 0.0

99 3205
水道サービスに対する
苦情割合(件/1000件)

=(水道ｻｰﾋﾞｽ苦情件数/給水件数)×1000 2.14 1.56 データなし 5.30

100 3206
水質に対する苦情割合
(件/1000件)

=(水質苦情件数/給水件数)×1000 データなし 1.52 データなし 8.91

101 3207
水道料金に対する
苦情割合(件/1000件)

=(水道料金苦情件数/給水件数)×1000 データなし 0 データなし 0.940

102 3208 監査請求数(件) =年間監査請求件数 0 0 0 0

103 3209 情報開示請求数(件) =年間情報開示請求件数 1 0 0 0

104 3210
職員一人当たり
受付件数(件/人)

=受付件数/全職員数 296.8 373 136 303.9

業務指標名
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目標4　環境（環境保全への貢献)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

105 4001
配水量1m3当たり

電力消費量(kWh/m3)
=総電力量/年間配水量 0.441 0.1 0.58 0.542

106 4002 配水量1m
3当たり

消費エネルギー
=全施設での総ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量/年間配水量 1.59 0.35 2.08 1.95

107 4003
再生可能エネルギー
利用率(％)

=(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ設備の電力使用量
/全施設の電力使用量)×100

0.00 0 0 0.00

108 4004
浄水発生土の
有効利用率(％)

=(有効利用土量/浄水発生土量)×100 67.7 － 0 100.0

109 4005
建設副産物の
リサイクル率(％)

=(ﾘｻｲｸﾙされた建設副産物量/建設副産物排出量)×100 23.6 0 データなし 100.0

110 4006

配水量1m3当たり
二酸化炭素(CO2)

排出量(G･CO2/m
3)

=[総二酸化炭素(CO2)排出量/年間配水量]×10
6 データなし 41 206 233

111 4101 地下水率(％) =(地下水揚水量/水源利用水量)×100 データなし 33.8 50.4 25.4

業務指標名
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目標5　管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

112 5001 給水圧不適正率(％)
=[適正な範囲になかった圧力測定箇所･日数
/(圧力測定箇所総数×年間日数)]×100

データなし 0 0 データなし

113 5002 配水池清掃実施率(％)
=[最近5年間に清掃した配水池容量
/(配水池総容量/5)]×100

303.4 411 91 0.0

114 5003
年間ポンプ
平均稼働率(％)

=[ﾎﾟﾝﾌﾟ運転時間の総計/(ﾎﾟﾝﾌﾟ総台数
×年間日数×24)×100

22.71 12.2 19.3 データなし

115 5004
検針誤り割合
(件/1000件）

=(誤検針件数/検針総件数)×1000 0.19 0.20 0.37 0.49

116 5005
料金請求誤り割合
(件/1000件)

=(誤料金請求件数/料金請求総件数)×1000 0.21 0.02 データなし 0.24

117 5006 料金未納率(％) =(年度末未納料金総額/総料金収入額)×100 8.19 2.8 8.7 2.16

118 5007
給水停止割合
(件/1000件)

=(給水停止件数/給水件数)×1000 6.4 15.6 0 1.9

119 5008 検針委託率(％) =(委託した水道ﾒｰﾀ数/水道ﾒｰﾀ総数)×100 94.9 99.8 100 99.1

120 5009
浄水場第三者委託率
(％)

=(第三者委託した浄水場能力/全浄水場能力)×100 0.0 0 0 31.8

121 5101
浄水場事故割合
(10年間の件数/箇所)

=10年間の浄水場停止事故件数/浄水場総数 0.0 0 0 0.0

122 5102
ダクタイル鋳鉄管
・鋼管率(％)

=[(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管延長+鋼管延長)/管路総延長]×100 78.7 46.8 79.2 49.9

123 5103
管路の事故割合
(件/100km)

=(管路の事故件数/管路総延長)×100 3.1 4.6 12.2 4.2

124 5104
鉄製管路の事故割合
(件/1000件)

=(鉄製管路の事故件数/鉄製管路総延長)×100 2.3 3.6 5.3 1.9

125 5105
非鉄製管路の事故割合
(件/100km)

=(非鉄製管路の事故件数/非鉄製管路総延長)×100 7.1 5.8 38.40 6.5

126 5106
給水管の事故割合
(件/1000件)

=(給水管の事故件数/給水件数)×1000 データなし 10.8 9.5 7.94

127 5107 漏水率(％) =(年間漏水量/年間配水量)×100 5.5 9.9 8.5 10.1

128 5108
給水件数当たり漏水量

(m3/年/件)
=年間漏水量/給水件数 23.1 36.5 39.4 29.60

129 5109 断水・濁水時間(時間) =(断水･濁水時間×断水･濁水区域給水人口)/給水人口 データなし 0.28 0.39 0.68

130 5110 設備点検実施率(％)
=(電気･計装･機械設備等の点検回数
/電気･計装･機械設備の法定点検回数)×100

データなし 1,227 130.77 572

131 5111 管路点検率(％) =(点検した管路延長/管路総延長)×100 0.5 19 23 17.9

132 5112 バルブ設置密度(基/km) =ﾊﾞﾙﾌﾞ設置数/管路総延長 データなし 8.7 22.2 10,679

133 5113 消火栓点検率(％) =(点検した消火栓数/消火栓総数)×100 100.00 74.7 31.5 100.0

134 5114
消火栓設置密度
(基/km)

=消火栓数/配水管延長 2.6 3.4 4.0 1,808

135 5115 貯水槽水道指導率(％) =(貯水槽水道指導件数/貯水槽水道総数)×100 63.8 0.0 5.0 0.0

業務指標名
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目標6　国際（我が国の経験の海外移転による国際貢献)

整理
No.

業務指標の定義
見附市
H18 c4

鶴岡市
ｂ4

長岡京市
Ｂ4

北上市
ｂ4

136 6001
国際技術等協力度（人・
週）

=人的技術等協力者数×滞在週数 0 0 0 0

137 6002 国際交流数(件) =年間人的交流件数 0 0 0 0

業務指標名
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住 所 〒954-8686　新潟県見附市昭和町2丁目1番1号

電 話 0258-62-1700

F A X 0258-62-2355

E-mail gasujouge@city.mitsuke.niigata.jp

U R L http://www.city.mitsuke.niigata.jp

発 行 平成20年3月

見附市ガス上下水道局

MITSUKE　City　Waterworks　Vision

～安全でおいしい水を安定して供給しつづける水道～

見　附　市　水　道　ビ　ジ　ョ　ン
平成20年度～平成30年度


